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事業名 障害のある人もない人も共に生きる鹿児島づくり事業 （所管：障害福祉課 自立支援係）

継続（平成25年度）

１ 目 的

障害を理由とした差別をなくし，障害のある人もない人も，一人ひとりの人格と個性が尊重され，社会を

構成する対等な一員として安心して暮らすことのできる鹿児島づくりを推進する。

２ 内 容

事 業 区 分 事業主体 事 業 内 容 負担区分

障害のある人もない人も共に 県 障害を理由とした差別をなくし，障害のある 県

生きる鹿児島づくり事業 人もない人も，一人ひとりの人格と個性が尊重 10/10

され，社会を構成する対等な一員として安心し

て暮らすことのできる 鹿児島づくりを推進す

る。

３ 予 算

県 予 算 額
事 業 区 分 総事業費 備 考

28年度当初 27年度当初 対前年比

千円 千円 千円 ％

障害のある人もない人も共に 9,797 9,797 10,037 97.6

生きる鹿児島づくり事業

４ 28年度実施計画及び事業実績

事 業 区 分 平 成 28 年 度 平 成 27 年 度 平 成 26 年 度

障害のある人も ①相談員（３名） ①相談員（３名） ①相談員（３名）

ない人も共に生 ②県障害者差別解消支援 ②県障害者差別解消支援 ②県障害者差別解消支援

きる鹿児島づく 協議会 協議会 協議会

り事業 ③普及・啓発 ③普及・啓発 ③説明会

④普及・啓発

４ 障害者等が安心して暮らせる地域社会づくり

第７ 平 成 ２ ８ 年 度 事 業 の 概要

Ⅰ－４ 障害者等が安心して暮らせる地域社会づくり
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事業名 地域こども療育支援体制整備促進事業 （所管：障害福祉課 療育支援係）

継続（平成26年度）

１ 目 的
障害児やその保護者が身近な地域で早期に継続した療育指導や支援を受けることができるよう，市町村等

による体制整備に向けた取組を支援する。

２ 内 容

事 業 区 分 事業主体 事 業 内 容 負担区分

①発達障害児の早期気づき・ 県 発達障害が疑われる子どもが，身近な地域で 国 1/2
早期支援のための研修会 安心して早期に相談や支援を受けられるよう， 県 1/2

各地域において早期発見や保護者支援に十分留
意した健康診査，継続的な相談対応，親子教室
等や診断前支援の充実，アセスメントの的確な
実施など，市町村及び関係機関等の職員のスキ
ルアップ研修（講義及び現場研修）を行う。

②発達障害者支援体制整備検 県 発達障害を有する障害児（者）について，乳 国 1/2
討委員会 幼児期から成人期までの各ライフステージに応 県 1/2

じた支援体制（地域療育支援体制を含む。）を
検討する。

③支援体制サポート事業 県 市町村における支援体制状況調査（H２２実 国 1/2
（既存事業） 施）の結果を分析・評価し，支援体制の構築が 県 1/2

進んでいない市町村を中心に，市町村サポート
コーチ（療育支援対策監）が出向き，ネットワ
ークの構築等に関して必要な助言・指導を重点
的に行う。

国 1/2
④地域療育支援体制づくり 県 地域における療育支援体制の充実を図るた 県 1/2
（既存事業） め，市町村，保健所，保育所・幼稚園，学校，

障害児等療育支援施設など地域の関係機関が連
携したネットワークを構築するため，必要な助
言・指導を行う。

⑤個別支援 県 地域の療育関係機関（障害児通所支援事業 国 1/2
（既存事業） 所，幼稚園・保育所等）で開催されるケース検 県 1/2

討会議等に出向き，処遇困難ケースに係る支援
方針を検討するなど個別に具体的な支援を行
う。

⑥障害児通所支援事業所によ 市町村 市町村が，地域の中核的な療育施設である児 県 1/2
る地域支援の促進 童発達支援センターへの移行を目指す児童発達 市町村1/2

支援事業所に対し，地域療育支援体制の構築に
向けた取組を行うなどの地域支援に係る経費を
助成する場合，その経費の一部を県が補助す
る。

第 ７ 平 成 ２ ８ 年 度 事 業 の 概 要

Ⅰ－４ 障害者等が安心して暮らせる地域社会づくり
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３ 予 算

県 予 算 額
事 業 区 分 総事業費 備 考

28年度当初 27年度当初 対前年比
千円 千円 千円 ％

地域こども療育支援体制整備 5,568 5,568 8,750 63.6
促進事業

４ 28年度実施計画及び事業実績

事 業 区 分 平 成 28 年 度 平 成 27 年 度 平 成 26 年 度

①発達障害児の早期気づき・ ①講義 ３会場 ①講義 ３会場 ①講義 ３会場
早期支援のための研修会 実地研修 ５回 実地研修 ５回 実地研修 ５回

意見交換会 １会場

②発達障害者支援体制整備検 ②開催回数 ２回 ②開催回数 ２回 ②開催回数 １回
討委員会

③支援体制サポート事業 ③対象地区：沖永良部 ③対象地区：屋久島 ③対象地区：屋久島
鹿屋市 沖永良部 徳之島
与論

④地域療育支援体制づくり ④地域療育支援体制 ④地域療育支援体制 ④地域療育支援体制
づくり 148回 づくり 回 づくり 178回

⑤個別支援 ⑤保育所等で開催され ⑤保育所等で開催され ⑤保育所等で開催され
るケース検討会議等 るケース検討会議等 るケース検討会議等
へのセンター職員の へのセンター職員の へのセンター職員の
派遣 114回 派遣 回 派遣 176回

⑥障害児通所支援事業所によ ⑥２市町村 ⑥ － ⑥３市町村
る地域支援の促進

（集計中）
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事業名 こども総合療育センター運営事業 （所管：障害福祉課 療育支援係）

継続（平成22年度）

１ 目 的

障害児全般にわたる総合相談窓口を備え，発達障害児，知的障害児及び肢体不自由児を対象に外来による

診療・療育等を行う「こども総合療育センター」を運営する。

２ 内 容

事 業 区 分 事業主体 事 業 内 容 負担区分

こども総合療育センター維持 県 光熱水費，清掃委託等各種業務委託等 県 10/10

管理事業

こども総合療育センター事業 県 (1) 相談支援 県 10/10

・障害児全般にわたる総合相談窓口を設

置し，保護者や地域からの様々な相談に

対して助言・指導及び情報提供を行う｡

(2) 診療・療育

・発達障害児等を対象に，医師による診

療をはじめ，心理士によるカウンセリン

グ，作業療法士による日常生活動作訓練

など，心身の発達に応じた様々な専門療

育を行う。

(3) 巡回療育相談

・来所が困難な離島や遠隔地の障害児を

主な対象に地域に出向いて療育指導等を

行う。

第 ７ 平 成 ２ ８ 年 度 事 業 の 概要

Ⅰ－４ 障害者等が安心して暮らせる地域社会づくり
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事 業 区 分 事業主体 事 業 内 容 負担区分

発達障害者支援センター事業 県 (1) 幼児期・学童期支援者研修 国 1/2

・幼児期・学童期の発達障害児にかかわ 県 1/2

る支援者に対して研修を行う。

(2) 発達障害地域支援専門員養成講座

・地域において発達障害に関する相談・

支援に従事する職員の専門性を高めると

ともに，住民に身近な地域で発達障害に

関する普及啓発・人材育成に関してスー

パーバイズできる人材を養成する。

(3) ペアレントメンター事業

・発達障害児を育てた経験のある親に身

近な相談相手になってもらうペアレント

メンターの養成及びペアレントメンター

による親支援を行う。

(4) こども総合療育センター(発達障害者支援

センター)連絡協議会

・発達障害をはじめとする障害児及び発

達障害者やその家族に対する総合的な支

援のあり方や関係機関及び関係施設との

連携等について協議を行う。

障害児等療育支援事業 県 地域で障害児等に関する事業を実施する社会 県 10/10

(社会福祉 福祉法人等（県内９法人）に委託し，在宅障害

法人等に委 児に対する訪問療育や，保育所等の職員に対す

託して実 る療育技術の指導などを行う。

施)

第 ７ 平 成 ２ ８ 年 度 事 業 の 概要

Ⅰ－４ 障害者等が安心して暮らせる地域社会づくり
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３ 予 算

県 予 算 額
事 業 区 分 総事業費 備 考

28年度当初 27年度当初 対前年比

こども総合療育センター運営 千円 千円 千円 ％

事業 98,219 98,219 99,369 98.8

４ 28年度実施計画及び事業実績

事 業 区 分 平 成 28 年 度 平 成 27 年 度 平 成 26 年 度

障害児等療育支援事業 (1) 在宅支援訪問療育指導事業 (1) 在宅支援訪問療育指導事業 (1) 在宅支援訪問療育指導事業

1,956件 1,956件 2,259件

(2) 在宅支援外来療育指導事業 (2) 在宅支援外来療育指導事業 (2) 在宅支援外来療育指導事業

135件 135件 117件

(3) 施設支援一般指導事業 (3) 施設支援一般指導事業 (3) 施設支援一般指導事業

1,025件 1,025件 853件

(4) 施設支援専門指導事業 (4) 施設支援専門指導事業 (4) 施設支援専門指導事業

3件 3件 0件

(5) 在宅支援専門指導事業 (5) 在宅支援専門療育指導事業 (5) 在宅支援専門療育指導事業

11件 11件 3件

(6) 療育支援体制連携強化事業 (6) 療育支援体制連携強化事業 (6) 療育支援体制連携強化事業

こども総合療育セ こども総合療育セ こども総合療育セ

ンターと支援施設と ンターと支援施設と ンターと支援施設と

の連絡会の開催 の連絡会の開催 の連絡会の開催

６回 ６回 ６回

（集計中）
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事業名 軽度・中等度難聴児補聴器助成事業 （所管：障害福祉課 地域生活支援係）

継続（平成２５年度）

１ 目 的

難聴児にとって，その聴覚機能をカバーする補聴器は，日常生活における言語獲得，音声・言語機能や

意思伝達の能力，コミュニケーション能力等の向上に大いに寄与するものである。

また，障害のある子どもに対しては，障害に気づいたときから，生活や学習上の困難を改善するととも

に，将来の自立や社会参加に向けた知識技能の習得を可能にする支援も必要である。

このため，身体障害者手帳の交付対象とならない１８才未満の軽度・中等度の難聴児に対し，補聴器の

購入費用の一部を助成し，もって難聴児の福祉の増進を図る。

２ 内 容

事 業 区 分 事業主体 事 業 内 容 負担区分

軽度・中等度難聴児補聴器助 市町村 身体障害者手帳の交付対象とならない１８ 県 1/3

成事業 才未満の軽度・中等度の難聴児に対し，補聴 市町村 1/3

器の購入費用の一部を助成し，もって難聴児 利用者 1/3

の福祉の増進を図る。

３ 予 算

県 予 算 額
事 業 区 分 総事業費 備 考

28年度当初 27年度当初 対前年比

千円 千円 千円 ％

軽度・中等度難聴児補聴器助 1,142 1,142 2,284 50.0

成事業

４ 28年度実施計画及び事業実績

事 業 区 分 平 成 28 年 度 平 成 27 年 度 平 成 26 年 度

軽度・中等度難聴児補聴器助 交付台数（見込み） 交付台数 交付台数

成事業 ５０台 ２４台 ３４台

第 ７ 平 成 ２ ８ 年 度 事 業 の 概要

Ⅰ－４ 障害者等が安心して暮らせる地域社会づくり
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事業名 児童発達支援利用者負担軽減対策事業 （所管：障害福祉課 療育支援係）

継続（平成19年度）

１ 目 的
保育所や幼稚園に通園しながら，併せて児童発達支援を利用している児童の保護者に対し，利用者負担額

の一部を助成することにより，早期療育の機会の確保と若い世帯を中心とした保護者の経済的負担の軽減を
図る。

２ 内 容

事 業 区 分 事業主体 事 業 内 容 負担区分

児童発達支援利用者負担軽減 市町村 (1) 対象者 県 1/2
対策事業 児童発達支援を利用する就学前障害児のう 市町村 1/2

ち，保育所等と併行通園している児童

(2) 給付額
１日の利用者負担金のうち，300円を超え

る分を補助する。（月９日を限度とする。）

３ 予 算

県 予 算 額
事 業 区 分 総事業費 備 考

28年度当初 27年度当初 対前年比
児童発達支援利用者負担軽減 千円 千円 千円 ％
対策事業 25,626 25,626 17,538 146.1

４ 28年度実施計画及び事業実績

事 業 区 分 平 成 28 年 度 平 成 27 年 度 平 成 26 年 度

児童発達支援利用者負担軽減 実施市町村 30市町村 実施市町村 30市町村 実施市町村 29市町村
対策事業 （見込み） （見込み）

第 ７ 平 成 ２ ８ 年 度 事 業 の 概 要

Ⅰ－４ 障害者等が安心して暮らせる地域社会づくり



- 174 -

事業名 パーキングパーミット制度推進事業 （所管：障害福祉課 地域生活支援係）

継続（平成21年度）

１ 目 的

身障者用駐車場の適正利用を図るため，県内共通の利用証を発行し，身障者用駐車場を利用できる者を

明確にすることにより，必要な方のために駐車スペースを確保する鹿児島県身障者用駐車場利用証制度（

パーキングパーミット制度）の円滑な運営を図る。

２ 内 容

事 業 区 分 事業主体 事 業 内 容 負担区分

パーキングパーミット制度 県 対象となる駐車場を有する事業所等（公共施 県10/10

推進事業 設，病院，ショッピングセンター等）と県とで

協定を締結するとともに，対象者への利用証の

交付や県民への広い周知，パーキングパーミッ

ト制度推進員による事業所への協力依頼などを

行う。

３ 予 算

県 予 算 額
事 業 区 分 総事業費 備 考

28年度当初 27年度当初 対前年比

千円 千円 千円 ％

パーキングパーミット制度 5,384 5,384 5,628 95.7

推進事業

４ 28年度実施計画及び事業実績

事 業 区 分 平 成 28 年 度 平 成 27 年 度 平 成 26 年 度

パーキングパー ・対象者へ利用証を交付 ・対象者へ利用証を交付 ・対象者へ利用証を交付

ミット制度推進 ・施設管理者と協定を締結 ・施設管理者と協定を締結 ・施設管理者と協定を締結

事業 ・広報 ・広報 ・広報

・ハートピアかごしま，県 ・ハートピアかごしま，県 ・ハートピアかごしま，県

庁障害福祉課への推進員 庁障害福祉課への推進員 庁障害福祉課への推進員

の設置（計２名） の設置（計２名） の設置（計２名）

第 ７ 平 成 ２ ８ 年 度 事 業 の 概要

Ⅰ－４ 障害者等が安心して暮らせる地域社会づくり
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第 ７ 平 成 ２ ８ 年 度 事 業 の 概要

Ⅰ－４ 障害者等が安心して暮らせる地域社会づくり

事業名 福祉のまちづくり推進事業 （所管：障害福祉課 地域生活支援係）

継続（平成９年度）

１ 目 的

「福祉のまちづくり条例」に基づき，公共的施設のバリアフリー化に係る条例事務を行うとともに，事業

者，県民等への広報啓発等を実施することにより，福祉のまちづくりを推進する。

２ 内 容

事 業 区 分 事業主体 事 業 内 容 負担区分

福祉のまちづくり推進事業 県 広報啓発 県 10/10

・福祉のまちづくり広報誌の作成

・バリアフリー研修会の開催

３ 予 算

県 予 算 額
事 業 区 分 総事業費 備 考

28年度当初 27年度当初 対前年比

千円 千円 千円 ％

福祉のまちづくり推進事業 5,181 5,181 4,599 112.7

４ 28年度実施計画及び事業実績

事 業 区 分 平 成 28 年 度 平 成 27 年 度 平 成 26 年 度

福祉のまちづくり推進事業 １ 福祉のまちづくり １ 福祉のまちづくり １ 福祉のまちづくり

広報誌の作成 広報誌の作成 広報誌の作成

（5,000部×２回） （5,000部×２回） （5,000部×２回）

２ バリアフリー研修会 ２ バリアフリー研修会 ２ バリアフリー研修会

の開催 の開催 の開催

(建築士他，県下12地域) (建築士他，県下10地域) (建築士他，県下１地域)
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事業名 障害者施設等工賃向上計画推進事業 （所管：障害福祉課 施設支援係）

継続（平成２６年度）

１ 目 的

「鹿児島県工賃向上計画」に基づき障害者就労支援事業所等が行う工賃向上に向けた取組に対する支援を

行う。

２ 内 容

事 業 区 分 事業主体 事 業 内 容 負担区分

① 農福連携による障害者の 県 障害者就労施設等の農業分野への参入及び農 国 10/10

就労支援事業 業技術の向上を支援することにより，工賃向上

に向けた取組として，障害者の職域や収入の拡

大を図る。

② 共同受注窓口における情 障害者就労施設等が供給する物品等の購入者

報提供体制整備事業 に対する情報提供体制の整備を行う。

３ 予 算

県 予 算 額
事 業 区 分 総事業費 備 考

28年度当初 27年度当初 対前年比

千円 千円 千円 ％

障害者施設等工賃向上計画推 12,679 12,679 7,740 163.8

進事業

４ 28年度実施計画及び事業実績

事 業 区 分 平 成 28 年 度 平 成 27 年 度 平 成 26 年 度

障害者施設等工賃向上計画推 社会福祉関連団体へ 社会福祉関連団体へ 社会福祉関連団体へ

進事業 委託 委託 委託

第 ７ 平 成 ２ ８ 年 度 事 業 の 概 要

Ⅰ－４ 障害者等が安心して暮らせる地域社会づくり
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事業名 第20回全国障害者スポーツ大会開催準備事業 （所管：障害福祉課 全国障害者スポーツ

大会準備班）

継続（平成27年度）

１ 目 的

平成32年の第20回全国障害者スポーツ大会の開催に向けて準備を行う。

２ 内 容

事 業 区 分 事業主体 事 業 内 容 負担区分

第20回全国障害者スポーツ大 県 平成32年の第20回全国障害者スポーツ大会の 県

会開催準備事業 開催に向けて準備を行う。 10/10

３ 予 算

県 予 算 額
事 業 区 分 総事業費 備 考

28年度当初 27年度当初 対前年比

千円 千円 千円 ％

第20回全国障害者スポーツ大 451 451 764 59.0

会開催準備事業

４ 28年度実施計画及び事業実績

事 業 区 分 平 成 28 年 度 平 成 27 年 度 平 成 26 年 度

第20回全国障害 （１）県準備委員会の開催 （１）県準備委員会の設置 －

者スポーツ大会 （２）県障害者スポーツ普及 及び開催

開催準備事業 検討委員会の開催 （２）県障害者スポーツ普

（３）会場地選定作業及び各 及検討委員会の設置

種方針の策定 及び開催

（４）先催県の情報収集・分 （３）実施競技及び会場地

析 選定作業

（５）関係機関・団体等との （４）先催県の情報収集・

連絡調整 分析

（５）関係機関・団体等と

の連絡調整

第 ７ 平 成 ２ ８ 年 度 事 業 の 概要
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事業名 全国障害者スポーツ大会事業 （所管：障害福祉課 全国障害者スポーツ

大会準備班）

継続（平成13年度）

１ 目 的

障害のある選手が，競技等を通じ，スポーツの楽しさを体験するとともに，国民の障害に対する理解を深

め，障害者の社会参加の推進に寄与することを目的に開催される全国障害者スポーツ大会へ鹿児島県選手団

を派遣する。

２ 内 容

事 業 区 分 事業主体 事 業 内 容 負担区分

全国障害者スポーツ大会事業 県 全国障害者スポーツ大会への選手団の派遣 県 10/10

大会期日:平成28年10月22日(土)～24日(月)

派遣予定:87名(選手54名,役員その他33名)

場 所:岩手県

競技種目:陸上,水泳,卓球,ｱｰﾁｪﾘｰ,ﾎﾞｳﾘﾝｸﾞ,

ﾌﾗｲﾝｸﾞﾃﾞｨｽｸ,団体競技

３ 予 算

県 予 算 額
事 業 区 分 総事業費 備 考

28年度当初 27年度当初 対前年比

千円 千円 千円 ％

全国障害者スポーツ大会事業 14,615 14,615 11,241 130.0

４ 28年度実施計画及び事業実績

事 業 区 分 平 成 28 年 度 平 成 27 年 度 平 成 26 年 度

全国障害者スポーツ 第16回全国障害者ｽﾎﾟｰﾂ大会への選手団の 第15回全国障害者ｽﾎﾟｰﾂ大会への選手団の 第14回全国障害者ｽﾎﾟｰﾂ大会への選手団の

大会事業 派遣 派遣 派遣

大会期日:平成28年10月22日(土) 大会期日:平成27年10月24日(土) 大会期日:平成26年11月１日(土)

～24日(月) ～26日(月) ～３日(月)

金ﾒﾀﾞﾙ 18個，銀ﾒﾀﾞﾙ 12個, 金ﾒﾀﾞﾙ 17個，銀ﾒﾀﾞﾙ 17個,

銅ﾒﾀﾞﾙ 10個 計40個 銅ﾒﾀﾞﾙ 18個 計52個

第 ７ 平 成 ２ ８ 年 度 事 業 の 概要

Ⅰ－４ 障害者等が安心して暮らせる地域社会づくり



- 179 -

第 ７ 平 成 ２ ８ 年 度 事 業 の 概要

Ⅰ－４ 障害者等が安心して暮らせる地域社会づくり

事業名 障害者スポーツ振興事業 （所管：障害福祉課 全国障害者スポーツ

大会準備班）

新規（平成28年度）

１ 目 的

全国障害者スポーツ大会「燃ゆる感動かごしま大会」開催に向け選手を確保・育成するとともに，障害者

スポーツを普及拡大し，障害者の社会参加の促進を図るため，体験教室・レベルアップ教室を実施する。

２ 内 容

事 業 区 分 事業主体 事 業 内 容 負担区分

障害者スポーツ振興事業 県 第20回全国障害者スポーツ大会に向けて参加 県

選手の確保・育成を図るため，スポーツ体験教 10/10

室，レベルアップ教室を実施。

３ 予 算

県 予 算 額
事 業 区 分 総事業費 備 考

28年度当初 27年度当初 対前年比

千円 千円 千円 ％

障害者スポーツ振興事業 5,622 5,622 ― ― 平成28年度

新規事業

４ 28年度実施計画及び事業実績

事 業 区 分 平 成 28 年 度 平 成 27 年 度 平 成 26 年 度

第20回全国障害 競技の普及，選手の確保 － －

者スポーツ大会 のためスポーツ教室を開

開催準備事業 催
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事業名 県地域生活支援事業 （所管：障害福祉課 地域生活支援係，

精神保健福祉係，

継続（平成１９年度） 自 立 支 援 係，

療 育 支 援 係，

全国障害者スポ

ーツ大会準備班）

１ 目 的

障害者等が，基本的人権を享有する個人としての尊厳にふさわしい日常生活又は社会生活を営むことがで

きるよう，地域の特性や利用者の状況に応じた柔軟な事業形態による事業を効率的・効果的に実施し，障害

者等の福祉の増進を図るとともに，障害の有無に関わらず国民が相互に人格と個性を尊重し安心して暮らす

ことのできる地域社会の実現に寄与することを目的とする。

２ 内 容

事 業 区 分 事業主体 事 業 内 容 負担区分

① 障害福祉人材育成事業 県 国が主催する相談支援従事者研修，サービス 国 1/2

管理責任者研修，強度行動障害支援者養成研修 県 1/2

に講師・企画担当者等を推薦，派遣し，障害福

祉研修に必要な指導を行う者を育成する。

② 県障害者相談支援体制整 県 県自立支援協議会及び圏域ごとの地域連絡協 国 1/2

備事業 議会を運営するとともに，地域自立支援協議会 県 1/2

運営の支援・指導を行い，県全域の相談支援体

制の構築・充実を図る。

③ 障害程度区分認定調査員 県 客観的かつ公平な障害支援区分の認定事務が 国 1/2

等研修事業 行われるよう，研修会を開催する。 県 1/2

④ 手話通訳者養成研修事業 県 聴覚障害者の積極的な社会参加を図るため， 国 1/2

聴覚障害者の意思疎通を支援する手話通訳者を 県 1/2

養成するとともに，手話通訳者全国統一試験を

実施する。

⑤ 盲ろう者通訳・介助員養 県 盲ろう者の意思疎通を支援する通訳・介助員 国 1/2

成研修事業 を養成し，盲ろう者の社会参加を図る。 県 1/2

⑥ 音声機能障害者発声訓練 県 疾病等により咽頭を摘出し，音声機能を喪失 国 1/2

指導者養成事業 した者に対し，発声訓練を行うとともに，発声 県 1/2

訓練を行う指導者を養成する。

⑦ 生活訓練等事業 県 障害者に対し，日常生活上必要な訓練・指導 国 1/2

等を行うことにより，生活の質的向上を図る。 県 1/2

⑧ 情報支援等事業 県 手話通訳者の設置や盲ろう者通訳・介助員の 国 1/2

派遣等により，障害者が日常生活を行う上で必 県 1/2

要な情報を入手するための支援を行う。
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事 業 区 分 事業主体 事 業 内 容 負担区分

⑨ 障害者ＩＴサポートセン 県 障害者の情報通信技術の利用機会や活用能力 国 1/2

ター運営事業 の格差是正を図るため，障害者ITサポートセン 県 1/2

ターを拠点とし，各IT関連事業を総合的かつ一

体的に実施し，ITを活用しての障害者の社会参

加を促進する。

⑩ 社会参加促進事業 県 障害者の社会参加を促進するため，各種スポ 国 1/2

ーツ・芸術活動等の事業を実施する。 県 1/2

⑪ 高次脳機能障害者支援セ 県 支援拠点機関において，高次脳機能障害に対 国 1/2

ンター事業 する専門的な相談支援，関係機関との支援ネッ 県 1/2

トワークの充実，高次脳機能障害の正しい理解

を促進するための普及・啓発事業，高次脳機能

障害の支援手法等に関する研修を行い，高次脳

機能障害者に対する支援体制を確立する。

⑫ 介護職員等医療ケア研修 県 障害者支援施設等において，適切にたんの吸 国 1/2

事業 引・経管栄養の医療的ケアを行うことができる 県 1/2

介護職員を養成するための研修を行う。

３ 予 算

県 予 算 額
事 業 区 分 総事業費 備 考

28年度当初 27年度当初 対前年比

千円 千円 千円 ％

① 障害福祉人材育成事業 1,277 1,277 1,269 100.6

② 県障害者相談支援体制整 3,483 3,483 1,986 175.4

備事業

③ 障害程度区分認定調査員 980 980 989 99.1

等研修事業

④ 手話通訳者養成研修事業 1,210 1,210 1,129 107.2

⑤ 盲ろう者通訳・介助員養 394 394 394 100.0

成研修事業

⑥ 音声機能障害者発声訓練 755 755 755 100.0

指導者養成事業

⑦ 生活訓練等事業 1,982 1,982 1,982 100.0

第 ７ 平 成 ２ ８ 年 度 事 業 の 概要
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県 予 算 額
事 業 区 分 総事業費 備 考

28年度当初 27年度当初 対前年比

千円 千円 千円 ％

⑧ 情報支援等事業 7,756 7,756 6,560 118.2

⑨ 障害者ＩＴサポートセン 956 956 956 100.0

ター運営事業

⑩ 社会参加促進事業 41,621 41,621 42,972 96.9

⑪ 高次脳機能障害者支援セ 3,842 3,842 3,741 102.7

ンター事業

⑫ 介護職員等医療ケア研修 2,239 2,239 1,876 119.3

事業

計 66,495 66,495 64,609 102.9

４ 28年度実施計画及び事業実績

事 業 区 分 平成28年度 平成27年度 平成26年度

① 障害福祉人材育成事業 相談支援従事者研修受講者 160人 相談支援従事者研修受講者 191人 相談支援従事者研修受講者 197人

サービス管理責任者研修受講者 490人 サービス管理責任者研修受講者 593人 サービス管理責任者研修受講者 529人

強度行動障害支援者養成研修受講者590人 強度行動障害支援者養成研修受講者559人 強度行動障害支援者養成研修受講者83人

② 県障害者相談支援体制整 自立支援協議会開催回数 2回 自立支援協議会開催回数 2回 自立支援協議会開催回数 1回

備事業

③ 障害程度区分認定調査員 認定調査員研修受講者 150人 認定調査員研修受講者 81人 認定調査員研修受講者 123人

等研修事業 市町村審査会委員研修受講者 100人 市町村審査会委員研修受講者 57人 市町村審査会委員研修受講者 55人

主治医研修受講者 200人 主治医研修受講者 182人 主治医研修受講者 193人

④ 手話通訳者養成研修事業 手話通訳者養成講座受講者 手話通訳者養成講座受講者 手話通訳者養成講座受講者

（通訳者Ⅰ・実践課程） 延べ300人 （通訳者Ⅰ課程 ） 延べ275人 （通訳者Ⅰ・実践課程）延べ359人

⑤ 盲ろう者通訳・介助員養 盲ろう者通訳介助者養成講習会受講者 盲ろう者通訳介助者養成講習会受講者 盲ろう者通訳介助者養成講習会受講者

成研修事業 延べ60人 延べ40人 延べ55人

⑥ 音声機能障害者発声訓練 発声訓練等参加者 発声訓練等参加者 発声訓練等参加者

指導者養成事業 延べ1,000人 延べ793人 延べ922人
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事 業 区 分 平成28年度 平成27年度 平成26年度

⑦ 生活訓練等事業 オストメイト社会適応講習会等参加者 オストメイト社会適応講習会等参加者 オストメイト社会適応講習会等参加者

延べ250人 延べ212人 延べ296人

脊髄損傷者健康管理研修会参加者 脊髄損傷者健康管理研修会参加者 脊髄損傷者健康管理研修会参加者

15人 12人 13人

⑧ 情報支援等事業 字幕付きDVD制作 字幕付きDVD制作 字幕付きDVD制作

74番組 108番組 150番組

盲ろう者通訳・介助員派遣回数 盲ろう者通訳・介助員派遣回数 盲ろう者通訳・介助員派遣回数

220件 229件 247件

⑨ 障害者ＩＴサポートセン 相談件数 30件 相談件数 78件 相談件数 39件

ター運営事業 パソコンボランティア派遣回数 20回 パソコンボランティア派遣回数 パソコンボランティア派遣回数 7回

23回

パソコンボランティア養成講習会受講者 パソコンボランティア養成講習会受講者 パソコンボランティア養成講習会受講者

10人 10人 20人

⑩ 社会参加促進事業 県障害者ｽﾎﾟｰﾂ大会 県障害者ｽﾎﾟｰﾂ大会 県障害者ｽﾎﾟｰﾂ大会

参加者 約3,000人 参加者 2,805人 参加者 2,751人

補助犬給付事業 ３頭 補助犬給付事業 １頭 補助犬給付事業 ３頭

⑪ 高次脳機能障害者支援セ 相談件数 450件 相談件数 309件 相談件数 456件

ンター事業 (見込)

⑫ 介護職員等医療ケア研修 基本研修受講者 90人 基本研修受講者 86人 基本研修受講者 100人

事業 実地研修受講者 192人 実地研修受講者 174人 実地研修受講者 192人
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事業名 市町村地域生活支援事業 （所管：障害福祉課 地域生活支援係）

継続（平成19年度）

１ 目 的

障害者等が，基本的人権を享有する個人としての尊厳にふさわしい日常生活又は社会生活を営むことがで

きるよう，地域の特性や利用者の状況に応じた柔軟な事業形態による事業を効率的，効果的に実施し，障害

者等の福祉の増進を図るとともに，障害の有無に関わらず国民が相互に人格と個性を尊重して障害者が安心

して暮らすことができる地域社会の実現に寄与することを目的とする。

２ 内 容

事 業 区 分 事業主体 事 業 内 容 負担区分

市町村地域生活支援事業 市 町 村 （１）必須事業 国 1/2

・理解促進研修・啓発事業 県 1/4

・自発的活動支援事業 市町村 1/4

・相談支援事業

・成年後見制度利用支援事業

・成年後見制度法人後見支援事業

・意思疎通支援事業

・日常生活用具給付等事業

・手話奉仕員養成研修事業

・移動支援事業

・地域生活支援センター機能強化事業

（２）任意事業

市町村の判断により，自立した日常生活

又は，社会生活を営むために必要な事業

及び社会福祉法人，特例民法法人，特定

非営利活動法人等の団体が行う上記必須

事業に対し補助する事業。

（３）障害支援区分認定等事務

障害支援区分認定調査，医師意見書

作成，市町村審査会運営事務。

３ 予 算

県 予 算 額
事 業 区 分 総事業費 備 考

28年度当初 27年度当初 対前年比

千円 千円 千円 ％

市町村地域生活支援事業 804,432 201,108 209,460 96.0

４ 28年度実施計画及び事業実績

事 業 区 分 平 成 28 年 度 平 成 27 年 度 平 成 26 年 度

市町村地域生活支援事業 事業実施市町村 事業実施市町村 事業実施市町村

43市町村 42市町村 42市町村

補助金額 補助金額 補助金額

201,108千円 233,126千円 230,293千円

第 ７ 平 成 ２ ８ 年 度 事 業 の 概要

Ⅰ－４ 障害者等が安心して暮らせる地域社会づくり
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事業名 障害者介護給付事業 （所管：障害福祉課 自立支援係）

継続（平成19年度）

１ 目 的

障害福祉サービスを利用する障害者に対して市町村が支弁する費用の一部を負担する。

２ 内 容

事 業 区 分 事業主体 事 業 内 容 負担区分

① 居宅介護等事業 市 町 村 居宅介護，重度訪問介護，行動援護，重度障 国 1/2

害者等包括支援の障害福祉サービスにおいて， 県 1/4

入浴，排泄，食事の介護等や外出における介護 市町村 1/4

等を行う。

② 短期入所事業 自宅で介護する人が病気の場合になどに，短

期間，夜間も含め施設で，入浴，排泄，食事の

介護等を行う。

③ 生活介護事業 常に介護を必要とする人に，昼間，入浴，排

泄，食事の介護等を行うとともに創作的活動ま

たは生産活動の機会を提供する。

④ 療養介護事業 医療と常時介護を必要とする人に，医療機関

で機能訓練，療養上の管理，看護，介護及び日

常生活の世話を行う。

⑤ 施設入所支援事業 施設に入所する人に，夜間や休日，入浴，排

泄，食事の介護等を行う。

⑥サービス利用計画作成費助 地域移行支援・地域定着支援、計画相談支援

成事業 にかかる負担金を市町村に交付する。

⑦同行援護事業 重度視覚障害者の外出時の支援を行う。

⑧障害福祉サービス等報酬専 障害福祉サービスや障害児通所支援・入所支

門指導員設置事業 援に係る報酬関係事務の円滑かつ適正な実施を

図ることを目的に，障害福祉課内に「障害福祉

サービス等報酬専門指導員」を設置する。

第 ７ 平 成 ２ ８ 年 度 事 業 の 概要

Ⅰ－４ 障害者等が安心して暮らせる地域社会づくり
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第 ７ 平 成 ２ ８ 年 度 事 業 の 概要
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３ 予 算

県 予 算 額
事 業 区 分 総事業費 備 考

28年度当初 27年度当初 対前年比

千円 千円 千円 ％

① 居宅介護等事業 2,993,280 748,320 725,189 103.2

② 短期入所事業 575,168 143,792 139,657 103.0

③ 生活介護事業 13,489,140 3,372,285 3,317,395 101.7

④ 療養介護事業 1,386,768 346,692 513,415 67.5

⑤ 施設入所支援事業 4,877,708 1,219,427 1,245,833 97.9

⑥ サービス利用計画作成費助成事業 524,984 131,246 119,057 110.2

⑦ 同行援護事業 235,324 58,831 37,888 155.3

⑧ 障害福祉サービス等報酬専門員設置事業 2,306 2,306 0 皆増

計 24,084,678 6,022,899 6,098,434 98.8

４ 28年度実施計画及び事業実績

事 業 区 分 平 成 28 年 度 平 成 27 年 度 平 成 26 年 度

① 居宅介護等事業 43市町村 41市町村 41市町村

② 短期入所事業 39市町村 39市町村 38市町村

③ 生活介護事業 42市町村 42市町村 42市町村

④ 療養介護事業 39市町村 39市町村 39市町村

⑤ 施設入所支援事業 42市町村 42市町村 42市町村

⑥ サービス利用計画作成費 43市町村 43市町村 42市町村

助成事業

⑦ 同行援護事業 22市町 22市町 21市町

⑧ 障害福祉サービス等報酬 障害福祉サービス等報酬専門員（１名） － －

専門指導員設置事業
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事業名 障害者訓練等給付事業 （所管：障害福祉課 施設支援係）

継続（平成19年度）

１ 目 的

障害福祉サービスを利用する障害者に対して市町村が支弁する費用の一部を負担する。

２ 内 容

事 業 区 分 事業主体 事 業 内 容 負担区分

① 自立訓練 市 町 村 自立した日常生活又は社会生活ができるよ 国 1/2

う，一定期間，身体機能又は生活能力の向上の 県 1/4

ために必要な訓練を行う。 市町村 1/4

② 就労移行支援 一般企業への就労を希望する人に，一定期

間，就労に必要な知識及び能力の向上のために

必要な訓練を行う。

③ 就労継続支援 一般企業での就労が困難な人に，働く場を提

供するとともに，知識及び能力の向上のために

必要な訓練を行う。

④ 共同生活援助 夜間や休日，共同生活を行う住居で，相談や

日常生活上の援助を行う。

３ 予 算

県 予 算 額
事 業 区 分 総事業費 備 考

28年度当初 27年度当初 対前年比

千円 千円 千円 ％

① 自立訓練 595,580 148,895 208,355 71.5

② 就労移行支援 777,344 194,336 228,577 85.0

③ 就労継続支援 9,369,516 2,342,379 1,825,041 128.3

④ 共同生活援助 2,660,940 665,235 539,290 123.4

計 13,403,380 3,350,845 2,801,263 119.6

４ 28年度実施計画及び事業実績

事 業 区 分 平成28年度 平成27年度 平成26年度

① 自立訓練 40市町村 40市町村 40市町村

② 就労移行支援 35市町 35市町 35市町

③ 就労継続支援 42市町村 42市町村 42市町村

④ 共同生活援助 43市町村 43市町村 43市町村

第 ７ 平 成 ２ ８ 年 度 事 業 の 概要

Ⅰ－４ 障害者等が安心して暮らせる地域社会づくり
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事業名 重度心身障害者医療費助成事業 （所管：障害福祉課 自立支援係）

継続（昭和49年度）

１ 目 的

重度心身障害者の健康増進を図るため，重度心身障害者の医療に要した費用の自己負担分に対し市町村が

助成する経費の一部を補助し，重度心身障害者の福祉の向上を図る。

２ 内 容

事 業 区 分 事業主体 事 業 内 容 負担区分

① 医療費及び証明手数料 市 町 村 重度心身障害者の医療に要した費用の自己負 県 1/2

担分に対し，市町村が助成する経費の一部を補 市町村 1/2

助する。

② 事務費 県 市町村事務に対する指導経費 県 10/10

３ 予 算

県 予 算 額
事 業 区 分 総事業費 備 考

28年度当初 27年度当初 対前年比

千円 千円 千円 ％

① 医療費及び証明手数料 4,549,830 2,274,915 2,293,837 99.2

② 事務費 176 176 215 81.9

計 4,550,006 2,275,091 2,294,052 99.2

４ 28年度実施計画及び事業実績

事 業 区 分 平 成 28 年 度 平 成 27 年 度 平 成 26 年 度

① 医療費及び証明手数料 県 補 助 額 県 補 助 額 県 補 助 額

2,274,915千円 2,299,802千円 2,249,715千円

助成延べ件数 助成延べ件数 助成延べ件数

974,378件 950,613件 930,778件

受 給 者 数 受 給 者 数 受 給 者 数

39,371人 38,904人 44,183人

(見込) (見込)
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事業名 障害福祉施設整備事業 （所管：障害福祉課 施設支援係）

継続（昭和42年度）

１ 目 的

社会福祉法人等が実施する障害者総合支援法に基づく障害福祉サービス事業所等及び児童福祉法に基づく

児童福祉施設の整備に係る費用の一部を補助し，障害者（児）の福祉の増進を図る。

２ 内 容

事 業 区 分 事業主体 事 業 内 容 負担区分

① 障害福祉施設整備事業 社会福祉法 障害者（児）福祉の増進を図るために，社会 国 1/2

人等 福祉法人等が実施する障害福祉サービス事業所 県 1/4

等の整備に要する費用の一部を補助する。 法人 1/4

② 社会福祉施設等整備費指 県 施設整備を実施する社会福祉法人等に対し指 国 1/2

導監督事務費 導及び検査等を実施するための費用 県 1/2

３ 予 算

県 予 算 額
事 業 区 分 総事業費 備 考

28年度当初 27年度当初 対前年比

千円 千円 千円 ％

障害福祉施設整備事業 250,898 250,898 574,519 43.7

４ 28年度実施計画及び事業実績

事 業 区 分 平成28年度 平成27年度 平成26年度

障害福祉施設整備事業 ・障害者支援施設 ・障害児入所施設 ・障害者支援施設

改築１ 創設１ 創設１

・児童発達支援事業所 ・児童発達支援セン ・障害福祉サービス事

創設１ ター 創設１ 業所

・障害者支援施設 創設１ 増築１

改築２ ・児童発達支援セン

・児童発達支援事業所 ター 創設１

創設１

・障害福祉サービス事

業所 増築１

５ その他参考事項

県全体の状況(27年度分)

①県実施分

「４ 事業実績」表中のとおり

②鹿児島市実施分

社会福祉施設等施設整備事業

・障害者支援施設 大規模修繕１

・障害福祉サービス事業所 創設２，大規模修繕１

・児童発達支援事業所 大規模修繕１

・放課後等デイサービス事業所 大規模修繕１
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事業名 障害者虐待防止対策事業 （所管：障害福祉課 自立支援係）

１ 目 的

障害者虐待については，その未然防止や早期発見，迅速な対応，その後の適切な支援が重要であることか

ら，障害者虐待の防止や虐待を受けた者に対する支援等を行うため，地域における関係機関相互の連携体制

の整備や支援体制の強化を行う事を目的とする。

２ 内 容

（１）障害者虐待防止対策支援事業について

①障害者虐待防止・権利擁護研修事業

ア 障害福祉サービス事業所等従業者研修

イ 障害福祉サービス事業所等管理者研修

ウ 相談窓口職員研修

②連携協力体制整備事業

③国主催の「障害者虐待防止・権利擁護指導者養成研修」への参加

（２）普及啓発

（３）障害者権利擁護センターの設置，運営

３ 予 算

県 予 算 額
事 業 区 分 総事業費 備 考

28年度当初 27年度当初 対前年比

千円 千円 千円 ％

障害者虐待防止対策事業 1,788 1,788 1,788 100.0

４ 28年度実施計画及び事業実績

事 業 区 分 平 成 28 年 度 平 成 27 年 度 平 成 26 年 度

障害者虐待防止対策事業 （１）障害者虐待防止 （１）障害者虐待防止 （１）障害者虐待防止

対策支援事業について 対策支援事業について 対策支援事業について

①研修事業 ①研修事業 ①研修事業

・障害福祉サービス事 ・障害福祉サービス事 ・障害福祉サービス事

業所等従業者研修 業所等従業者研修 業所等従業者研修

・障害福祉サービス事 ・障害福祉サービス事 ・障害福祉サービス事

業所等管理者研修 業所等管理者研修 業所等管理者研修

・相談窓口職員研修 ・相談窓口職員研修 ・相談窓口職員研修

②国主催の「障害者虐 ②国主催の「障害者虐 ②国主催の「障害者虐

待防止・権利擁護指導 待防止・権利擁護指導 待防止・権利擁護指導

者養成研修」への参加 者養成研修」への参加 者養成研修」への参加

（２）普及啓発 （２）普及啓発 （２）普及啓発

（３）障害者権利擁護 （３）障害者権利擁護 （３）障害者権利擁護

センターの運営 センターの設置，運営 センターの設置，運営

第 ７ 平 成 ２ ８ 年 度 事 業 の 概要

Ⅰ－４ 障害者等が安心して暮らせる地域社会づくり
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事業名 障害者福祉団体活動費助成事業 （所管：障害福祉課 地域生活支援係）

継続（平成７年度）

１ 目 的

障害者団体の円滑な育成や活動を促進するとともに，障害者の福祉の増進を図ることを目的とする。

２ 内 容

事 業 区 分 事業主体 事 業 内 容 負担区分

障害者福祉団体活動費助成 県 障害者団体の円滑な育成や活動を促進すると 県 10/10

事業 ともに，障害者の福祉の増進を図るため，障害

者団体の運営費等について補助する。

３ 予 算

県 予 算 額
事 業 区 分 総事業費 備 考

28年度当初 27年度当初 対前年比

千円 千円 千円 ％

障害者福祉団体活動費助成 20,626 20,626 20,626 100.0

事業

４ 28年度実施計画及び事業実績

事 業 区 分 平 成 28 年 度 平 成 27 年 度 平 成 26 年 度

障害者福祉団体活動費助成 ・県身体障害者福祉協会 ・県身体障害者福祉協会 ・県身体障害者福祉協会

事業 18,453千円 18,453千円 18,453千円

・県手をつなぐ育成会 ・県手をつなぐ育成会 ・県手をつなぐ育成会

2,173千円 2,173千円 2,173千円
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事業名 特別障害者手当等支給事業 （所管：障害福祉課 地域生活支援係）

継続（昭和61年度）

１ 目 的

日常生活において，常時特別の介護を要する在宅の重度障害者に対し，特別障害者手当等を支給すること

により，経済的負担を軽減し，福祉の向上を図る。

２ 内 容

事 業 区 分 事業主体 事 業 内 容 負担区分

特別障害者手当等支給事業 県及び福祉 精神又は身体に，国民年金法における１級程 国 3/4

事務所を設 度の障害が重複する程度の重度の障害があるた

置する市町 め，日常生活において常時特別の介護を必要と 県及び

村 する状態にある20歳以上の者に対して支給する 市町村 1/4

(20歳未満の者には,障害児福祉手当を支給)。

特別障害者手当 月額 26,830円

障害児福祉手当 月額 14,600円

経過的福祉手当 月額 14,600円

（単価は，平成28年４月現在）

３ 予 算

県 予 算 額
事 業 区 分 総事業費 備 考

28年度当初 27年度当初 対前年比

千円 千円 千円 ％

特別障害者手当等支給事業 121,394 121,394 121,434 100.0

４ 28年度実施計画及び事業実績 ※延べ件数

事 業 区 分 平成28年度(計画) 平成27年度(見込み) 平成26年度(実績)

特別障害者手当等支 特別障害者手当 3,672件 特別障害者手当 3,426件 特別障害者手当 3,489件

給事業 障害児福祉手当 1,212件 障害児福祉手当 1,089件 障害児福祉手当 1,078件

経過的福祉手当 120件 経過的福祉手当 128件 経過的福祉手当 132件

合 計 5,004件 合 計 4,643件 合 計 4,699件

５ その他参考事項

県全体の状況（平成26年度分）

特別障害者手当 23,547件 障害児福祉手当 11,979件 経過的福祉手当 1,050件

計 36,576件
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事業名 補装具給付事業 （所管：障害福祉課 地域生活支援係）

継続 身体障害者補装具給付（昭和25年度）

身体障害児補装具給付（昭和29年度）

１ 目 的

補装具は，身体障害者（児）等の失われた身体機能を補完又は代替する用具であり，身体障害者等につい

ては，職業その他日常生活の能率の向上を図り，身体障害児等については，将来社会人として独立自活する

ための素地を育成・助長すること等を目的に，市町村が補装具として支給した費用の一部を負担する。

２ 内 容

事 業 区 分 事業主体 事 業 内 容 負担区分

補装具給付事業 市 町 村 身体機能の失われた部位，欠陥のある部分を 国 1/2

補うための用具(補装具)の交付及び修理を行う。 県 1/4

＜補装具の種類＞ 市町村 1/4

・ 視覚障害者用

盲人安全つえ，義眼，眼鏡，

・ 聴覚障害者用

補聴器

・ 音声・言語機能障害者用

重度障害者意思伝達装置

・ 肢体不自由児者用

義肢,装具,車いす,歩行器,座位保持装置,

座位保持いす，起立保持具，排便補助具，

収尿器，電動車いす，頭部保持具，歩行補

助つえ（多点つえ）

３ 予 算

県 予 算 額
事 業 区 分 総事業費 備 考

28年度当初 27年度当初 対前年比

千円 千円 千円 ％

補装具給付事業 486,260 121,565 150,272 80.9

４ 28年度実施計画及び事業実績

事 業 区 分 平成28年度 平成27年度 平成26年度

市町村数 市町村数 交付件数 修理件数

身体障害者・児補装 43市町村 43市町村 3,689件 1,797件

５ その他参考事項

・利用者負担…原則１割負担。所得に応じて月額上限額が設定されている。

・ストマ用具，点字器，歩行補助つえ（棒状のつえ）等補装具から日常生活用具へ移行された。



- 194 -

第 ７ 平 成 ２ ８ 年 度 事 業 の 概要

Ⅰ－４ 障害者等が安心して暮らせる地域社会づくり

事業名 自立支援医療事業 （所管：障害福祉課 精神保健福祉係，

地域生活支援係）

再編（平成19年度）

１ 目 的

精神障害者，身体障害者及び身体に障害のある児童の医療費の一部を公費負担することにより，障害の早

期治療，再発防止等に向けた医療の確保を容易にし，継続的な医療を積極的に進めていくことを目的とする。

２ 内 容

事 業 区 分 事業主体 事 業 内 容 負担区分

① 自立支援医療(精神通院医 県 精神障害の医療の確保（早期治療，再発防 国 1/2

療) 止）を容易にし，継続的な医療を積極的に進め 県 1/2

るために，必要な医療に要した費用について，

自立支援医療を支給する。

② 自立支援医療(更生医療) 市町村 身体障害者手帳の交付を受けた者で，障害を 国 1/2

除去又は軽減する手術等の治療により，確実な 県 1/4

治療の効果が期待できる18歳以上の者を対象 市町村 1/4

に，必要な医療に要した費用の一部を公費負担

する。

③ 自立支援医療(育成医療) 市町村 身体に障害のある児童又は現存する障害若し 国 1/2

くは疾患にかかる医療を行わない場合は，将来 県 1/4

H24までは において障害を残すと認められる児童で，障害 市町村 1/4

県 を除去又は軽減する手術等の治療により，確実

中核市 な治療の効果が期待できる18歳未満の児童を対 H24までは

象に，必要な医療に要した費用の一部を公費負 国 1/2

担する。 県 1/2

中核市

国 1/2

市 1/2

３ 予 算

県 予 算 額
事 業 区 分 総事業費 備 考

28年度当初 27年度当初 対前年比

千円 千円 千円 ％

自立支援医療 4,424,014 4,424,014 4,477,378 98.8
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４ 28年度実施計画及び事業実績

事 業 区 分 平成28年度（計画） 平成27年度（実績） 平成26年度（実績）

① 自立支援医療(精神通院医 支払件数 358,274件 支払件数 319,019件 支払件数 338,462件

療) 医療費負担 医療費負担 医療費負担

3,821,308千円 3,304,070千円 3,585,437千円

② 自立支援医療(更生医療) 支払件数 28,626件 支払件数 40,828件 支払件数 29,901件

医療費負担 医療費負担 医療費負担

543,562千円 548,568千円 553,132千円

③ 自立支援医療(育成医療) 支払件数 2,411件 支払件数 4,816件 支払件数 2,429件

医療費負担 医療費負担 医療費負担

24,162千円 23,247千円 24,731千円

計 支払件数 389,311件 支払件数 364,663件 支払件数 370,792件

医療費負担 医療費負担 医療費負担

4,389,032千円 3,875,885千円 4,163,300千円
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事業名 不服審査会事業 (所管：障害福祉課 自立支援係）

継続（平成18年度）

１ 目 的

市町村が行った介護給付費等に係る処分に対する審査請求に対し，県が客観的な立場から当該処分の適否

について迅速に審査を行う。

２ 内 容

事 業 区 分 事業主体 事 業 内 容 負担区分

不服審査会事業 県 県障害者介護給付費等不服審査会の設置，運営 国 1/2

県 1/2

３ 予 算

県 予 算 額
事 業 区 分 総事業費 備 考

28年度当初 27年度当初 対前年比

千円 千円 千円 ％

不服審査会事業 838 838 854 98.1

４ 28年度実施計画及び事業実績

事 業 区 分 平 成 28 年 度 平 成 27 年 度 平 成 26 年 度

不服審査会事業 審査請求件数 2件 審査請求件数 0件 審査請求件数 0件

（見込）
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事業名 精神障害者措置入院事業 （所管：障害福祉課 精神保健福祉係）

継続（昭和25年度）

１ 目 的

申請・通報及び届出により自傷他害の恐れのある者に対する診察，措置入院患者の入院先までの移送及び

措置入院医療費の公費負担を行う。

２ 内 容

事 業 区 分 事業主体 事 業 内 容 負担区分

① 入院措置 県 申請・通報等に基づく精神保健指定医の診察 国 3/4

の結果，自傷他害のおそれのある精神障害者を 県 1/4

措置入院させる。医療費は公費負担。 （一部県10/10）

② 措置入院患者等移送事業 県 精神保健福祉法第２７条による精神保健指定 国3/4,1/2

医の診察及び法２９条，３４条による入院措置 県1/4,1/2

のための移送を行う。 （一部県10/10）

３ 予 算

県 予 算 額
事 業 区 分 総事業費 備 考

28年度当初 27年度当初 対前年比

千円 千円 千円 ％

① 入院措置 69,406 69,406 40,916 169.6

② 措置入院患者等移送事業 1,275 1,275 1,275 100.0

計 70,681 70,681 42,191 167.5

４ 28年度実施計画及び事業実績

事 業 区 分 平 成 28 年 度 平 成 27 年 度 平 成 26 年 度

① 入院措置 指定医の診察 指定医の診察 指定医の診察

60件(見込) 106件 38件

入院医療費公費負担件 入院医療費公費負担件 入院医療費公費負担件

数 245件(見込) 数 265件 数 172件

② 措置入院患者等移送事業 移送委託件数 移送委託件数 移送委託件数

18件(見込) 14件 16件

第 ７ 平 成 ２ ８ 年 度 事 業 の 概要

Ⅰ－４ 障害者等が安心して暮らせる地域社会づくり
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事業名 精神医療適正化対策事業 （所管： 障害福祉課 精神保健福祉係）

継続（昭和45年度）

１ 目 的

精神科病院の入院患者の人権の擁護，適正な医療と保護を確保する。

２ 内 容

事 業 区 分 事業主体 事 業 内 容 負担区分

① 精神障害者実地審査精神 県 措置入院者，医療保護入院者等の入院継続の 県 10/10

科病院等立入調査事業 適否及び当該患者の処遇について，精神保健指

定医を派遣して審査及び指導を行うとともに精

神科病院の運営が関係法令に則った適正な運営

であるか確認する。

② 定期病状報告書料等事業 県 定期病状報告書等への文書料の支払い 県 10/10

③ 退院後生活環境相談員ス 県 精神科病院に配置されている退院後生活環境 県 10/10

キルアップ研修事業 相談員を対象とした支援技術向上のための研修

会を開催し活動の平準化を図る。

３ 予 算

県 予 算 額
事 業 区 分 総事業費 備 考

28年度当初 27年度当初 対前年比

千円 千円 千円 ％
① 精神障害者実地審査精神 1,394 1,394 1,408 99.0

科病院等立入調査事業

② 定期病状報告書料等事業 10,476 10,476 10,479 100.0

③ 退院後生活環境相談員ス 283 283 － 皆増 新規
キルアップ研修事業

計 12,153 12,153 11,887 102.2

４ 28年度実施計画及び事業実績

事 業 区 分 平 成 28 年 度 平 成 27 年 度 平 成 26 年 度

① 精神障害者実地審査精神 精神科病院実地審査・ 精神科病院実地審査・ 精神科病院実地審査・
科病院等立入調査事業 実地指導 実地指導 実地指導

51病院実施 51病院実施 52病院実施

② 定期病状報告書料等事業 定期病状報告書報告件 定期病状報告書報告件 定期病状報告書報告件
数 数 数

4,144件(見込) 4,201件 4,320件
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事業名 地域精神保健福祉対策事業 （所管：障害福祉課 精神保健福祉係）

継続（昭和４１年度）

１ 目 的

精神障害者の早期治療及び社会復帰の促進，自立と社会経済活動への参加促進，地域住民の精神的健康の

保持増進を図る。

２ 内 容

事 業 区 分 事業主体 事 業 内 容 負担区分

① 一般対策事業 県 保健師の訪問指導，精神保健相談医の相談等 県 10/10
福祉相談，精神障害者地域移行・地域定着推進
会議の開催。

② 精神福祉推進連合会運営 県 鹿児島県精神福祉推進連合会に対して運営費 県 10/10
費補助事業 補助金を交付する。

③ てんかん地域診療連携体 県 てんかん診療拠点機関を指定するとともに， 国 1/2
制整備事業 有識者によるてんかん医療に係る協議会を設置 県 1/2

し，地域連携体制の確立を図る。

３ 予 算

県 予 算 額
事 業 区 分 総事業費 備 考

28年度当初 27年度当初 対前年比

千円 千円 千円 ％

① 一般対策事業 2,503 2.503 2,522 99.2

② 精神福祉推進連合会運営 252 252 252 100.0

費補助事業

③ てんかん地域診療連携体 1,669 1,669 － 新規

制整備事業

計 4,424 4,424 2,774 159.5

４ 28年度実施計画及び事業実績

事 業 区 分 平 成 28 年 度 平 成 27 年 度 平 成 26 年 度

① 一般対策事業 実施先 13保健所 実施先 13保健所 実施先 13保健所

② 精神福祉推進連合会運営 補助金交付先 １団体 補助金交付先 １団体 補助金交付先 １団体
費補助事業

③ てんかん地域診療連携体 てんかん診療拠点機関
制整備事業 の指定，てんかん治療

医療連携協議会の設置

第 ７ 平 成 ２ ８ 年 度 事 業 の 概 要

Ⅰ－４ 障害者等が安心して暮らせる地域社会づくり
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事業名 心身障害者扶養共済制度事業 （所管：障害福祉課 療育支援係）

継続（昭和45年度）

１ 目 的

心身障害児（者）の保護者が，相互扶助の精神に基づき毎月一定額の掛金を拠出しておき，保護者が死亡

又は重度の障害となった場合，心身障害児（者）に毎月年金を支給することにより，心身障害児（者）の経

済的不安を軽減する。

２ 内 容

事 業 区 分 事業主体 事 業 内 容 負 担 区 分

心身障害者扶養共済制度事業 県 掛金→5,600～14,500円(19年度まで既加入者） (制度運営費)

9,300～23,300円(20年度以降新加入者) 国1/2, 県1/2

(加入時の年齢により決定) ( 掛 金 公 費 負 担 制 度 )

年 金 →毎月 20,000円（１口） ・生保世帯

弔 慰 金 →30,000～150,000円(既加入者) 県 4.5/10

50,000～250,000円(新加入者) 市町村 4.5/10

脱退一時金→45,000～150,000円(既加入者) ・非課税世帯

75,000～250,000円(新加入者) 県 3/10

(加入期間により決定) 市町村 3/10

３ 予 算

県 予 算 額
事 業 区 分 総事業費 備 考

28年度当初 27年度当初 対前年比

千円 千円 千円 ％

心身障害者扶養共済制度事業 382,561 382,561 382,031 100.1

４ 28年度実施計画及び事業実績

事 業 区 分 平 成 28 年 度 平 成 27 年 度 平 成 26 年 度

心身障害者扶養共済制度事業 加入者数 736口 加入者数 738口 加入者数 751口

年金受給者数 871口 年金受給者数 860口 年金受給者数 863口

弔慰金受給者数 7口 弔慰金受給者数 7口 弔慰金受給者数 5口

脱退一時金受給者数 脱退一時金受給者数 脱退一時金受給者数

2口 0口 0口

（見込）
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５ その他参考事項

(1) 対象者

① 加入資格

心身障害児（者）を扶養する保護者で，年齢が65歳未満の者（父母，配偶者，兄弟姉妹，祖父母，そ

の他の親族等）

② 心身障害児（者）の範囲

ア 知的障害児（者） イ 身体障害者（身障手帳１～３級）

ウ 精神又は身体に永続的な障害を有する児（者）でア又はイと同程度の障害と認められる者（脳性ま

ひ，進行性筋萎縮症，血友病，自閉症，統合失調症など）
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事業名 障害児通所給付事業 （所管：障害福祉課 療育支援係）

継続（平成24年度）

１ 目 的

身体に障害のある児童，知的障害のある児童，又は精神に障害のある児童（発達障害者支援法に規定する

発達障害児を含む）に対し，日常生活における基本的な動作の指導，知識技能の付与，集団生活への適応訓

練等の通所支援等を行う。

２ 内 容

事 業 区 分 事業主体 事 業 内 容 負担区分

障害児通所給付事業 市町村 (1) 児童発達支援 国 1/2

障害児につき，日常生活における基本的 県 1/4

な動作の指導，知識技能の付与，集団生活 市町村 1/4

への適応訓練等の便宜を供与する。

(2) 放課後等デイサービス

就学している障害児につき，授業の終了

後又は休業日に生活能力の向上に必要な訓

練，社会との交流促進等の便宜を供与す

る。

(3) 保育所等訪問支援

保育所等に通う障害児につき，当該施設

を訪問し，当該施設における障害児以外の

児童との集団生活への適応のための専門的

な支援等の便宜を供与する。

(4) 障害児相談支援

障害児の心身の状況，環境，障害児通所

支援の利用に関する意向，その他事情を勘

案し，利用する障害児通所支援の種類等を

定めた計画の策定等を行う。

３ 予 算

県 予 算 額
事 業 区 分 総事業費 備 考

28年度当初 27年度当初 対前年比

千円 千円 千円 ％

障害児通所給付事業 1,455,813 1,455,813 1,024,492 142.1

４ 28年度実施計画及び事業実績

事 業 区 分 平 成 28 年 度 平 成 27 年 度 平 成 26 年 度

障害児通所給付事業 実施市町村 実施市町村 実施市町村

42市町村（見込み） 42市町村（見込み） 41市町村
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事業名 障害児施設給付費等事業 （所管：障害福祉課 療育支援係）

継続（平成19年度）

１ 目 的

心身に障害のある児童が指定障害児入所施設等から支援を受けた際に，その施設支援に要した費用の一部

を給付し，当該児童の育成を図る。

２ 内 容

事 業 区 分 事業主体 事 業 内 容 負担区分

① 障害児施設給付費等事業 県 心身に障害のある児童の保護者に対し，施設 国 1/2

支援に要した費用の一部を給付する。 県 1/2

② 児童福祉法施行事務費 県 障害児施設給付費等事業を実施するにあたり 県 10/10

必要な事務費

３ 予 算

県 予 算 額
事 業 区 分 総事業費 備 考

28年度当初 27年度当初 対前年比

千円 千円 千円 ％

① 障害児施設給付費等事業 814,996 814,996 840,735 96.9

② 児童福祉法施行事務費 302 302 334 90.4

計 815,298 815,298 841,069 96.9

４ 28年度実施計画及び事業実績

事 業 区 分 平 成 28 年 度 平 成 27 年 度 平 成 26 年 度

① 障害児施設 福祉型障害児入所施設 福祉型障害児入所施設 福祉型障害児入所施設

給付費等事業 ・旧知的障害児施設 10施設 ・旧知的障害児施設10施設 ・旧知的障害児施設10施設

・旧肢体不自由児施設４施設 ・旧肢体不自由児施設 ・旧肢体不自由児施設

４施設 ４施設

医療型障害児入所施設 医療型障害児入所施設 医療型障害児入所施設

・旧重症心身障害児施設 ・旧重症心身障害児施設 ・旧重症心身障害児施設

４施設 ４施設 ４施設

指定医療機関 １施設 指定医療機関 １施設 指定医療機関 １施設
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事業名 重度訪問介護等市町村支援事業 （所管：障害福祉課 自立支援係）

継続（平成25年度）

１ 目 的

重度障害者の地域生活を支援するため，重度障害者の割合が著しく高い等のことから，訪問系サービスの

給付額が国庫負担基準を超えている財政力の弱い市町村に対し財政支援を行う。

２ 内 容

事 業 区 分 事業主体 事 業 内 容 負担区分

① 重度訪問介護等の利用促 県 重度障害者の地域生活を支援するため，重度 国 1/2

進に係る市町村支援事業 障害者の割合が著しく高い等のことから，訪問 県 1/4

系サービスの給付額が国庫負担基準を超えてい 市町村1/4

る財政力の弱い市町村に対し財政支援を行う。

② 重度障害者に係る市町村 県 （重度障害者に係る市町村特別支援事業：重度 国 1/2

特別支援事業 訪問介護利用者の割合が10％を超える市町村が 県 1/2

対象）

３ 予 算

県 予 算 額
事 業 区 分 総事業費 備 考

28年度当初 27年度当初 対前年比

千円 千円 千円 ％

① 重度訪問介護等の利用促 64,049 64,049 68,241 93.9

進に係る市町村支援事業

② 重度障害者に係る市町村 400 400 400 100.0

特別支援事業

計 64,449 64,449 68,641 93.9

４ 28年度実施計画及び事業実績

事 業 区 分 平 成 28 年 度 平 成 27 年 度 平 成 26 年 度

① 重度訪問介護 対象市町村：７市 対象市町村：８市町(見込) 対象市町村：７市町

等の利用促進に

係る市町村支援

事業

② 重度障害者に 対象市町村：２市 対象市町村：１市 (見込) 対象市町村：２市

係る市町村特別

支援事業

計 対象市町村：７市 対象市町村：８市町(見込) 対象市町村：７市町
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事業名 障害者自立支援対策推進事業(新規) （所管：障害福祉課 自立支援係）

１ 目 的

制度の谷間を生まない新たな福祉法制の実施等の検討の基礎資料とするため，在宅の障害児・者(これま

での法制度では支援の対象とならない方を含む。)の生活実態とニーズを把握する。

２ 内 容

事 業 区 分 事業主体 事 業 内 容 負担区分

全国在宅障害児(者)実態調査 県 厚生労働省が選定する国勢調査区(全国約4， 国

800地区)に係る市町村ごとに調査員を任命し， 10/10

調査区内の対象世帯について実態調査を実施す

る。

３ 予 算

県 予 算 額
事 業 区 分 総事業費 備 考

28年度当初 27年度当初 対前年比

千円 千円 千円 ％

全国在宅障害児(者)実態調査 3,651 3,651 － －

４ 28年度実施計画及び事業実績

事 業 区 分 平 成 28 年 度 平 成 27 年 度 平 成 26 年 度

全国在宅障害児 実態調査

(者)実態調査
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事業名 特別児童扶養手当支給事業 （所管：子ども福祉課 家庭福祉係）

継続（昭和39年度）

１ 目 的

精神又は身体に障害を有する児童について特別児童扶養手当を支給することにより福祉の増進を図る。

２ 内 容

事 業 区 分 事業主体 事 業 内 容 負担区分

特別児童扶養手当支給事業 国 精神又は身体に障害の状態にある２０歳未満 国 10/10

の者を監護している者に支給する。

３ 予 算

県 予 算 額
事 業 区 分 総事業費 備 考

28年度当初 27年度当初 対前年比

千円 千円 千円 ％

特別児童扶養手当支給事業 － － － － 全額国庫で国の直接払

いのため,県での予算

計上はない｡

４ 28年度実施計画及び事業実績

事 業 区 分 平 成 28 年 度 平 成 27 年 度 平 成 26 年 度

特別児童扶養手当支給事業 支給者数 －人 支給者数 2,694 人 支給者数 2,640人

（＊支給者数は年度末時点で27年度は見込み）

５ その他参考事項

支給額（平成28年４月現在）

障害程度１級 １人につき 月額 51,500 円

障害程度２級 １人につき 月額 34,300 円
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事業名 難病対策事業 （所管：健康増進課 疾病対策係）

継続（昭和47年度）

１ 目 的

原因が不明で治療法の確立していない，いわゆる「難病」のうち国が定める指定難病等について，患者の

医療費の自己負担の軽減と原因の究明，治療法の確立を図る。

また，在宅療養上の適切な支援を行うことにより，安定した療養生活の確保と患者及びその家族の生活の

質の向上に資する。

２ 内 容

事 業 区 分 事業主体 事 業 内 容 負担区分

１ 特定疾患治療研究事業 県 難病法施行前に特定疾患治療研究事業で対象 国 1/2

とされてきた特定疾患のうち，指定難病以外の 県 1/2

疾患について，引き続き当該患者の医療費の負 一部

担軽減を図る。 国 10/10

２ 先天性血液凝固因子障害 県 先天性血液凝固因子障害等医療受給者に対す 国 1/2

等治療研究事業 る患者医療費自己負担額を公費負担する。 県 1/2

３ スモンに対するはり・き 県 スモン患者のうち施術の受給を希望する者に 国 10/10

ゅう及びマッサージ治療研 ついての施術費を公費負担する。

究事業

４ 在宅人工呼吸器使用患者 県 人工呼吸器を装着していることについて特別 国 1/2

支援事業 の配慮を必要とする難病の患者に対して，その 県 1/2

訪問看護に必要な費用を負担する。

５ 難病相談・支援センター 県 地域で生活する難病患者等の相談・支援など 国 1/2

事業 を行う拠点施設「難病相談・支援センター」に 県 1/2

おいて，患者等の療養上，日常生活上での悩み

や不安等の軽減を図るとともに，患者等の持つ

様々なニーズに対応したきめ細やかな相談・支

援を行う。

６ 難病患者等地域支援協働 県 在宅難病患者に対し，医療及び日常生活に係 国 1/2

事業 る相談・指導・助言を行い疾病に対する不安の 県 1/2

軽減を図るとともに，保健所を中心に「難病対

策地域協議会」を開催するなど，保健，医療，

福祉の関係機関相互の連携による在宅医療の推

進を図る。

また，入院治療が必要となった重症難病患者

に対し適時・適切に入院施設の確保が行えるよ

う，地域の医療機関の連携による難病医療体制

の整備を図る。

７ 指定難病医療対策事業 県 難病の患者に対する良質かつ適切な医療の確 国 1/2

保及び難病の患者の療養生活の質の維持向上を 県 1/2

図る。
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３ 予 算

県 予 算 額
事 業 区 分 総事業費 備 考

28年度当初 27年度当初 対前年比

千円 千円 千円 ％

1 特定疾患治療研究事業 6,738 6,738 6,986 96.5

2 先天性血液凝固因子障害等治療研究事業 15,452 15,452 16,550 93.4

3 スモンに対するはり･きゅう及びマッサージ治療研究事業 641 641 641 100.0

4 在宅人工呼吸器使用患者支援事業 3,936 3,936 4,236 92.9

5 難病相談･支援ｾﾝﾀｰ事業 15,002 15,002 14,797 101.4

6 難病患者等地域支援協働事業 3,444 3,444 3,397 101.4

7 指定難病医療対策事業 2,369,123 2,369,123 3,395,461 69.8

計 2,414,336 2,414,336 3,442,068 70.1

４ 28年度実施計画及び事業実績

事 業 区 分 平 成 28 年 度 平 成 27 年 度(見込) 平 成 26 年 度

1 特定疾患治療研究事業 患者数 34人 患者数 46人 患者数 34人

2 先天性血液凝固因子障害 患者数 62人 患者数 62人 患者数 61人

等治療研究事業

3 スモンに対するはり･きゅう 患者数 1人 患者数 1人 患者数 1人

及びﾏｯｻｰｼﾞ治療研究事業

4 在宅人工呼吸器使用患者支援 利用者 6名 利用者 6名 利用者 6名

事業 利用延回数 894回 利用延回数 744回 利用延回数 717回

5難病相談･支援センター事業 相談件数 25,000件 相談件数 25,000件 相談件数 31,079件

医療講演会･交流会 50回 医療講演会･交流会 50回 医療講演会･交流会 51回

6 難病患者等地域支援協働事業

・難病患者地域支援ネッ 医療相談件数 700件 医療相談件数 700件 医療相談件数 504件

トワーク事業 訪問指導件数 400件 訪問指導件数 400件 訪問指導件数 431件

・重症難病患者医療 拠点病院 3病院 拠点病院 3病院 拠点病院 3病院

ネットワーク事業 協力病院 74病院 協力病院 74病院 協力病院 74病院

7 指定難病医療対策事業 患者数 16,813人 患者数 15,649人 患者数 13,971人
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事業名 生活福祉資金貸付補助事業 （所管：社会福祉課 地域福祉係）

継続（①生活福祉資金貸付事務費補助：昭和30年度，②生活福祉資金貸付事務費（市町村社

協人件費）補助（平成22年度）

１ 目 的

低所得世帯，高齢者世帯，障害者世帯に対し，資金の貸付と必要な援助指導を行うことにより，その世帯

の経済的自立と生活意欲の助長促進並びに在宅福祉及び社会参加の促進を図る。

２ 内 容

事 業 区 分 事業主体 事 業 内 容 負担区分

① 生活福祉資金貸付事務 県社会福祉 生活福祉資金貸付に伴う社会福祉協議会の事務 国 1/2

費補助 協議会 費等に対する補助 県 1/2

② 生活福祉資金貸付事務 県社会福祉 生活福祉資金の相談支援体制の充実を図るた 貸付原資

費（市町村社協人件費） 協議会 め，市町村社協に配置する相談員の人件費に対す の取崩

補助 る補助

３ 予 算

県 予 算 額
事 業 区 分 総事業費 備 考

28年度当初 27年度当初 対前年比

千円 千円 千円 ％

① 生活福祉資金貸付事務 24,874 24,874 35,782 69.5

費補助

② 生活福祉資金貸付事務 0 0 56,050 －

費（市町村社協人件費）

補助

合 計 24,874 24,874 91,838 27.1
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第 ７ 平 成 ２ ８ 年 度 事 業 の 概要

Ⅰ－４ 障害者等が安心して暮らせる地域社会づくり

４ 28年度実施計画及び事業実績

事 業 区 分 平 成 28 年 度 平 成 27 年 度 平 成 26 年 度

① 生活福祉資金貸付事務 生活福祉資金の貸付， 貸付決定件数 234件 貸付決定件数 315件

費補助 償還指導等を行う。 貸付決定金額 77,562千円 貸付決定金額 78,985千円

離職者生活支援つなぎ 貸付決定件数 0件 貸付決定件数 1件

資金の貸付，償還指導等 貸付決定金額 0千円 貸付決定金額 80千円

を行う。 (H28.1月末現在)

② 生活福祉資金貸付事務 生活福祉資金の相談支

費（市町村社協人件費） 援業務を専門的に行う。

補助
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第 ７ 平 成 ２ ８ 年 度 事 業 の 概要

Ⅰ－４ 障害者等が安心して暮らせる地域社会づくり

事業名 臨時福祉給付金市町村支給事務支援事業 （所管：社会福祉課 地域福祉係）

継続（① 平成２５年度）

新規（② 平成２８年度）

１ 目 的

平成26年４月からの消費税率の引き上げに際し，低所得者に与える負担の影響に鑑み，一体改革の枠組み

の中で講じる社会保障の充実のための措置と併せ，低所得者に対する適切な配慮を行うため，暫定的・臨時

的な措置として，平成27年度に引き続き，市町村が行う「臨時福祉給付金（簡素な給付措置）」と，『一億

総活躍社会の実現に向けて，賃金引上げの恩恵が及びにくい低年金受給者への支援によるアベノミクスの成

果の均てんの観点や，平成28年前半の個人消費の下支え等のため，低所得の高齢者等を対象に，市町村が行

う「年金生活者等支援臨時福祉給付金」の支給事務の円滑な執行の支援を行う。

２ 内 容

事 業 区 分 事業主体 事 業 内 容 負担区分

① 臨時福祉給付金支給事務 県 説明会等における情報提供及び広報活動によ 国10/10

支援事業 り，臨時福祉給付金（簡素な給付措置）の給付

事務を行う市町村を支援をする。

② 年金生活者等支援臨時福 県 説明会等における情報提供及び広報活動によ 国10/10

祉給付金支給事務支援事業 り，年金生活者等支援臨時福祉給付金（簡素な

給付措置）の給付事務を行う市町村を支援をす

る。

３ 予 算

県 予 算 額
事 業 区 分 総事業費 備 考

28年度当初 27年度当初 対前年比

千円 千円 千円 ％

① 臨時福祉給付金支給事務 945 945 729 129.6

支援事業

② 年金生活者等支援臨時福 1,000 1,000 － 皆増

祉給付金支給事務支援事業

計 1,945 1,945 729 266.8
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第 ７ 平 成 ２ ８ 年 度 事 業 の 概要

Ⅰ－４ 障害者等が安心して暮らせる地域社会づくり

４ 28年度実施計画及び事業実績

事 業 区 分 平 成 28 年 度 平 成 27 年 度 平 成 26 年 度

① 臨時福祉給付金支給事 市町村担当者向け説明 市町村担当者向け説 給付対象者(施設入所

務支援事業 会の開催 明会の開催 児童，ＤＶ避難者等)の

情報提供業務

給付対象者(施設入所児 給付対象者(施設入所

童，ＤＶ避難者等)の情報 児童，ＤＶ避難者等)の 県広報誌，県ＨＰ，

提供業務 情報提供業務 新聞広告等による制度

周知

県広報誌，県ＨＰ，新 県広報誌，県ＨＰ，

聞広告等による制度周知 新聞広告等による制度

周知

② 年金生活者等支援臨時 市町村担当者向け説明 ― ―

福祉給付金支給事務支援 会の開催

事業

給付対象者(ＤＶ避難者 ― ―

等)の情報提供業務

県広報誌，県ＨＰ，新 ― ―

聞広告等による制度周知



- 213 -

第 ７ 平 成 ２ ８ 年 度 事 業 の 概要

Ⅰ－４ 障害者等が安心して暮らせる地域社会づくり

事業名 生活困窮者自立支援事業 （所管：社会福祉課 生活保護・自立支援班）

継続（①，②平成２７年度）

新規（③，④平成２８年度）

１ 目 的

生活困窮者自立支援法に基づき，生活保護に至る前段階の生活困窮者の自立促進を図るため，生活困窮者

への相談対応や就労支援等を関係機関等と連携して包括的に行う。

２ 内 容

事 業 区 分 事業主体 事 業 内 容 負担区分

①自立相談支援事業 県 生活困窮者の相談に応じ，課題の評価・分 国3/4

析，自立支援計画（プラン）の作成等を行い， 県1/4

個人の状況に応じた支援を行う。

②住居確保給付金支給事業 県 離職等により住宅を失った又はそのおそれの 国3/4

高い生活困窮者が安定的に就職活動を行うこと 県1/4

ができるよう，有期で家賃相当額を支給する。

③実施体制強化事業 県 県内の実施体制を強化するため，支援従事者 国1/2

を育成する研修の実施や，広域的な連携体制の 県1/2

構築に向けた市町村との協議等を行う。

④包括的自立支援事業 県 生活困窮者のためのワンストップ相談窓口を 国3/4

設置し，相談対応を行い，関係機関や事業所と 国2/3

連携して，就労や家計管理，子どもの学習等を 国1/2

包括的に支援する事業を大隅地区で先行的に実 県1/4

施し，県下に広げる取組を行う。 県1/3

県1/2
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Ⅰ－４ 障害者等が安心して暮らせる地域社会づくり

３ 予 算

県 予 算 額
事 業 区 分 総事業費 備 考

28年度当初 27年度当初 対前年比

千円 千円 千円 ％

①自立相談支援事業 21,643 21,643 28,472 76.0

②住居確保給付金支給事業 1,671 1,671 1,671 100.0

③実施体制強化事業 1,249 1,249 0 皆増

④包括的自立支援事業 31,805 31,805 0 皆増

４ 28年度実施計画及び事業実績

事 業 区 分 平 成 28 年 度 平 成 27 年 度 平 成 26 年 度

①自立相談支援事業 ○生活困窮者の相談対応, ○生活困窮者の相談対

プラン作成 応,プラン作成

②住居確保給付金支給事業 ○住居確保給付金の支給 ○住居確保給付金の支

給

③実施体制強化事業 ○生活困窮者自立支援制

度従事者を対象とした研

修会や広域連携体制を検

討する協議会の開催

④包括的自立支援事業 ○ワンストップ相談窓口

設置による生活困窮者の

包括的な支援による自立

促進
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Ⅰ－４ 障害者等が安心して暮らせる地域社会づくり

事業名 地域生活定着支援センター運営事業 （所管：社会福祉課 地域福祉係）

継続（平成22年度）

１ 目 的

高齢又は障害のある福祉的な支援を必要とする矯正施設退所者に対し，必要となる福祉サービスの検討や

関係機関との調整を行い，地域生活への円滑な移行を支援する。

２ 内 容

事 業 区 分 事業主体 事 業 内 容 負担区分

地域生活定着支援センター 県 地域生活定着支援センターの設置・運営 定額

運営事業 （民間団体への委託）

３ 予 算

県 予 算 額
事 業 区 分 総事業費 備 考

28年度当初 27年度当初 対前年比

千円 千円 千円 ％

地域生活定着支援センター 26,841 26,841 23,364 114.9

運営事業

４ 28年度実施計画及び事業実績

事 業 区 分 平 成 28 年 度 平 成 27年 度 平 成 26 年 度

地域生活定着支援センター ○センターの設置・運営 ○ 委託先 ○ 委託先

運営事業 ○業務の内容 社団法人鹿児島県 社団法人鹿児島県

・コーディネート業務 社会福祉士会 社会福祉士会

・フォローアップ業務

・相談支援業務 ○ 業務実績 ○ 業務実績

・ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾄ業務 ・ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾄ業務

・ﾌｫﾛｰｱｯﾌﾟ業務 処理件数 41件

・相談支援業務 （うち終了 32件）

・ﾌｫﾛｰｱｯﾌﾟ業務

処理件数 47件

（うち終了 15件)

・相談支援業務

処理件数 4件

（うち終了 2件）

※平成25年度継続件数

含む



- 216 -

第 ７ 平 成 ２ ８ 年 度 事 業 の 概要

Ⅰ－４ 障害者等が安心して暮らせる地域社会づくり

事業名 生活保護管理運営費 （所管：社会福祉課 生活保護・自立支援班）

継続（①昭和２５年度，②昭和３０年度，③昭和６１年度）

１ 目 的

生活保護法施行事務の適性実施を確保するため，県・市町の生活保護実施機関の生活保護法施行事務に対

する監査や指定医療・介護機関等に対する個別指導，生活保護運用上の問題点を研究討議するための研修等

を実施する。

２ 内 容

事 業 区 分 事業主体 事 業 内 容 負担区分

① 生活保護法施行事務指導 県 県・市町の生活保護実施機関に対する監査及び 国 1/2

及び監査 指定医療・介護機関に対する個別指導 ･定額

県 1/2

② 研修会等（本庁関係） 県 厚生労働省主催の各種会議に出席するための経 県 10/10

費

③ 研修会等（出先関係） 県 県・市町生活保護主管係長会議を開催するため 県 10/10

の経費

３ 予 算

県 予 算 額
事 業 区 分 総事業費 備 考

28年度当初 27年度当初 対前年比

千円 千円 千円 ％

① 生活保護法施行事務指導 2,682 2,682 2,683 99.9

及び監査

② 研修会等（本庁関係） 157 157 157 100.0

③ 研修会等（出先関係） 251 251 251 100.0

計 3,090 3,090 3,091 99.9
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４ 28年度実施計画及び事業実績

平 成 28 年 度 平 成 27 年 度 平 成 26 年 度

① 生活保護法施行事務 ・ 福祉事務所等の監査 ・ 福祉事務所等の監査 ・ 福祉事務所等の監査

指導及び監査 30 30 30

・ 指定医療機関の個別 ・ 指定医療機関の個別 ・ 指定医療機関の個別

指導 10 指導 8 指導 8

・ 指定介護機関の個別 ・ 指定介護機関の個別 ・ 指定介護機関の個別

指導 6 指導 4 指導 4

② 研修会等(本庁関係) ・ 生活保護法基準改定 ・ 生活保護法基準改定 ・ 生活保護法基準改定

説明会 説明会 説明会

・ 生活保護費補助金交 ・ 生活保護費補助金交 ・ 生活保護費補助金交

付調整会議 付調整会議 付調整会議

③ 研修会等(出先関係) ・ 県・市町福祉事務所 ・ 県・市町福祉事務所 ・ 県・市町福祉事務所

等生活保護主管係長会議 等生活保護主管係長会議 等生活保護主管係長会議

第 ７ 平 成 ２ ８ 年 度 事 業 の 概要
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事業名 生活保護費 （所管：社会福祉課 生活保護・自立支援班）

継続（①昭和２５年度，②昭和３３年度，③昭和２５年度，④平成２６年度）

１ 目 的

生活に困窮する者の困窮の程度に応じ，必要な保護を行い，その最低限度の生活を保障するとともに，そ

の自立を助長する。

２ 内 容

事 業 区 分 事業主体 事 業 内 容 負担区分

① 生活保護費 県・市・ 要保護者の年齢別，世帯構成別，所在地域別 国 3/4

福祉事務所 その他保護の種類に応じて必要な事情を考慮し 県・市・

を設置する た最低限度の生活の需要を満たすに十分なもの 福祉事務所

町 等として厚生労働大臣の定める基準より測定し を設置する

た要保護者の需要を基とし，そのうち，その者 町 1/4

の金銭又は物品で満たすことのできない不足分

を給付する。

② 施設事務費 県・市・ 身体上及び精神上著しい障害があるために日 国 3/4

福祉事務所 常生活を営むことが困難な要保護者を入所させ 県・市・

を設置する て，生活扶助を給付する。 福祉事務所

町 を設置する

町 1/4

③ 住所不定者分生活保護費 県 ・ 住所不定者分生活保護費 国 ３／４

福祉事務所を設置する市及び町における居 (直接補助)

住地がないか又は明らかでない被保護者の保 県 １／４

護費の支弁を行う。

県 ・ 行旅病人等 県10/10

行旅病人の救護費用及び行旅死亡人の取扱

費用の支弁を行う。

④ 就労自立給付金 県 生活保護受給者の就労による自立を促進する 国 3/4

とともに，保護脱却直後の不安定な生活を支え 県・市・

るため，保護受給中の就労収入認定額の一部を 福祉事務所

保護脱却時に給付金として支給する。 を設置する

町 1/4

第 ７ 平 成 ２ ８ 年 度 事 業 の 概 要
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第 ７ 平 成 ２ ８ 年 度 事 業 の 概 要

Ⅰ－４ 障害者等が安心して暮らせる地域社会づくり

３ 予 算

県 予 算 額
事 業 区 分 総事業費 備 考

28年度当初 27年度当初 対前年比

千円 千円 千円 ％

① 生活保護費 5,746,208 5,746,208 5,938,273 96.8

② 施設事務費 5,167 5,167 5,084 101.6

③ 住所不定者分生活保護費 138,883 138,883 138,883 100.0

④ 就労自立給付金 1,250 1,250 2,500 50.0

計 5,891,508 5,891,508 6,084,740 96.8

４ 28年度実施計画及び事業実績

事 業 区 分 平成28年度(見込み) 平成27年度(見込み) 平成26年度(平均)

① 生活保護費 被保護世帯数 2,770世帯 被保護世帯数2,826世帯 被保護世帯数2,884世帯

被保護者数 3,619人 被保護者数 3,692人 被保護者数 3,800人

保護率 21.80‰ 保護率 22.24‰ 保護率 22.48‰

② 施設事務費 施設入所延人員 36人 施設入所延人員 36人 施設入所延人員 22人

③ 住所不定者分生活保護 延人員 2,610人 延人員 2,610人 延人員 2,884人

費

④ 就労自立給付金 支援世帯 10世帯 支援世帯 20世帯 支援世帯 ７世帯

（参考）

県全体の状況 （平成26年度分）

被保護世帯数 24,063世帯（月平均値）

被保護者数 32,492人（月平均値）

保護率 19.47‰（月平均値）

生活保護費 53,086,318千円(中核市を含む)

５ その他参考事項

生活保護は，生活扶助，住宅扶助，教育扶助，介護扶助，医療扶助，出産扶助，生業扶助及び葬祭扶助

の８つの種類がある。
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事業名 生活保護適正実施推進事業 （所管：社会福祉課 生活保護・自立支援班）

継続（①平成１０年度，②～⑦昭和６１年度，⑧，⑨昭和２５年度，⑩平成９年度，

⑪昭和２５年度，⑫，⑭平成２２年度，⑬平成２１年度，⑮平成２６年度）

１ 目 的

被保護世帯の自立を助成し，生活保護の適正実施を図るため，要保護者等の実態調査や職員に対する研修

の実施，嘱託医設置による ケースワーカーへの助言指導等を実施する。

２ 内 容

事 業 区 分 事業主体 事 業 内 容 負担区分

① 被保護世帯調査費 県 地域振興局等における被保護者の実態把握と 県10／10

自立助長のための訪問調査を行う。

② 扶養義務者実態調査及び 県 扶養義務者の実態を調査するとともに，扶養 国3／4

扶養指導推進事業 義務の履行を指導する。 県1／4

③ 資産の実態把握及び活用 県 被保護世帯の資産の保有状況の把握と効果的 国3／4

促進対策事業 活用を図る。 県1／4

④ 関係機関連絡会議 県 暴力団員等の援助困難ケースに対する対応方 国3／4

法について研究協議等を行う。 県1／4

⑤ 精神障害者等退院促進事 県 継続入院６ケ月を経過した患者の主治医を訪 国3／4

業 問して，患者及び家族の指導上必要な事項につ 県1／4

いて意見を聞くとともに，退院可能な者の退

院，地域移行等必要な措置を講じる。

⑥ 職員研修（本庁関係） 県 福祉事務所等の職員を対象とする研修会を開 国1／2

催するほか，本庁職員が国主催の会議等に出席 県1／2

する。

⑦ 職員研修（出先関係） 県 福祉事務所の職員を国が主催する研修会等に 国1／2

派遣する。 県1／2

第 ７ 平 成 ２ ８ 年 度 事 業 の 概要
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⑧ 扶助費審査事務費 県  社会保険診療報酬支払基金への医療費の審 県10／10

査及び支払事務の委託。 審査支払手

 本庁及び出先で診療報酬明細書を審査する 数料，要介

非常勤職員の雇用。 護認定審査

 国保連へ介護報酬の審査及び支払事務の委 判定委託料

託料を毎月支払う。 国3／4

 一部事務組合等への要介護認定審査事務及 県1／4

び訪問調査の委託。 上記を除く

⑨ 嘱託医設置費 県 各地域振興局等に一般と精神の２名の嘱託医 本庁分

を設置し，医療要否意見書の審査，ケースワー 国1／2

カーへの助言指導と患者訪問を実施する。 県1／2

出先分

県10／10

⑩ 事務処理効率化推進事業 県 生活保護の効率化を目的に開発した生活保護 県10／10

システムの運用・維持管理を行う。

⑪ 指導監督等事業 県 県・市福祉事務所等に対する「特別指導監 国3／4

査」や一般監査後の「確認監査」を行う。 県1／4

(確認監査)

国1／2

県1／2

⑫ 事務処理システム整備事 県 (1) 生活保護等版レセプト管理システムの仮想 県10／10

業 化統合基盤への移行を行う。

(2) 社会保障・税番号制度に対応するためのシ 国2／3

ステム改修を行う。 県1／3

⑬ 就労支援事業 県 県の福祉事務所等に稼働能力のある被保護者 国3／4

の就労支援を行う就労支援員を設置する。 県1／4
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３ 予 算

県 予 算 額
事 業 区 分 総事業費 備 考

28年度当初 27年度当初 対前年比

千円 千円 千円 ％

① 被保護世帯調査費 16,218 16,218 16,385 99.0

② 扶養義務者実態調査及び 389 389 467 83.3

扶養指導推進事業

③ 資産の実態把握及び活用 1,097 1,097 1,097 100.0

促進対策事業

④ 関係機関連絡会議 926 926 927 99.9

⑤ 精神障害者等退院促進事 789 789 789 100.0

業

⑥ 職員研修（本庁関係） 1,978 1,978 2,052 96.4

⑦ 職員研修（出先関係） 561 561 3,688 15.2

⑧ 扶助費審査事務費 27,682 27,682 28,410 97.4

⑨ 嘱託医設置費 8,385 8,385 8,386 100.0

⑩ 事務処理効率化推進事業 5,803 5,803 6,989 83.0

⑪ 指導監督等事業 690 690 692 99.7

⑫ 事務処理システム整備事 3,234 3,234 11,510 28.1

業

⑬ 住宅手当緊急特別措置事 0 0 14,861 皆減

業

⑭ 就労支援事業 10,253 10,253 10,247 100.1

⑮ 自立支援推進事業

計 78,005 78,005 106,500 73.2
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４ 28年度実施計画及び事業実績

事 業 区 分 平 成 28 年 度 平 成 27 年 度 平 成 26 年 度

① 被保護世帯調査費 ケースワーカー等によ ケースワーカー等によ ケースワーカー等によ

る被保護者の訪問調査を る被保護者の訪問調査を る被保護者の訪問調査を

実施 実施 実施

② 扶養義務者実態調査 扶養義務者の実態を把 扶養義務者の実態を把 扶養義務者の実態を把

及び扶養指導推進事業 握するため調査を実施 握するため調査を実施 握するため調査を実施

③ 資産の実態把握及び 被保護者の資産保有の 被保護者の資産保有の 被保護者の資産保有の

活用促進対策事業 状況を把握するため関係 状況を把握するため関係 状況を把握するため関係

先調査等を実施 先調査等を実施 先調査等を実施

④ 関係機関連絡会議 ・ 暴力団等援助困難 ・ 暴力団等援助困難 ・ 暴力団等援助困難

ケース対策会議 ケース対策会議 ケース対策会議

⑤ 精神障害者等退院促 精神障害者等の社会的 精神障害者等の社会的 精神障害者等の社会的

進事業 入院患者の退院，地域移 入院患者の退院，地域移 入院患者の退院，地域移

行を推進 行を推進 行を推進

⑥ 職員研修(本庁関係) ・ 法律問題等研修 ・ 法律問題等研修 ・ 法律問題等研修

・ 医療扶助事務担当者 ・ 医療扶助事務担当者

研修 研修

⑦ 職員研修(出先関係) ・ 適正化モデル事務所 ・ 適正化モデル事務所 ・ 適正化モデル事務所

実地研修 実地研修 実地研修

・ 生活保護現業研修 ・ 生活保護現業員修 ・ 生活保護現業研修

⑧ 扶助費審査事務費 ・ 医療費審査 ・ 医療費審査 ・ 医療費審査

231,101件(見込み) 230,990件(見込み) 229,227件

・ 介護費審査 ・ 介護費審査 ・ 介護費審査

53,206件(見込み) 53,803件(見込み) 53,206件

⑨ 嘱託医設置費 ・ 精神 11名 ・ 精神 11名 ・ ・ 精神 11名

・ 一般 11名 ・ 一般 11名 ・ 一般 11名

⑩ 事務処理効率化推進 生活保護システムの運 生活保護システムの運 生活保護システムの運

事業 用維持管理 用維持管理 用維持管理

⑪ 指導監督等事業 ・ 確 認 監 査 10 ・ 確 認 監 査 11 ・ 確 認 監 査 11

・ 特別指導監査 ２ ・ 特別指導監査 ２ ・ 特別指導監査 ２

⑫ 事務処理システム整 ・生活保護等版レセプ ・生活保護システムの 就労自立給付金創設に

備事業 ト管理システムの仮想 仮想化統合基盤への移 伴うシステム改修

化統合基盤への移行 行

・社会保障・税番号制 ・社会保障・税番号制

度に対応するためのシ 度に対応するためのシ

ステム改修 ステム改修

第 ７ 平 成 ２ ８ 年 度 事 業 の 概要
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事 業 区 分 平 成 28 年 度 平 成 27 年 度 平 成 26 年 度

⑬ 住宅手当緊急特別措 － 離職者に住宅手当を支 離職者に住宅手当を支

置事業 給等。３市町へは補助金 給等。２１市町へは補助

として交付。 金として交付。

⑭ 就労支援事業 就労支援員の設置 就労支援員の設置 就労支援員の設置

４名 ４名 ４名

⑮ 自立支援推進事業 ― ― 生活保護受給者の自立を

促進するため市町への補

助を行う。

５市

第 ７ 平 成 ２ ８ 年 度 事 業 の 概要
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事業名 地方改善施設等整備指導事業 （所管：社会福祉課 福祉企画係）

継続（昭和45年度）

１ 目 的

生活環境等の安定向上を図る必要がある地域の住民の生活環境等の改善を図るため，市町村が設置する共

同施設（下水排水路，地区道路等）の整備に対し，指導監督を行う。

２ 内 容

事 業 区 分 事業主体 事 業 内 容 負担区分

地方改善施設等整備指導事 県 市町村に対する県の指導監督に要する経費 国 1/2

業 県 1/2

３ 予 算

県 予 算 額
事 業 区 分 総事業費 備 考

28年度当初 27年度当初 対前年比

千円 千円 千円 ％

地方改善施設等整備指導事 210 210 210 100.0

業

４ 28年度実施計画及び事業実績

事 業 区 分 平 成 28 年 度(予定) 平 成 27 年 度 平 成 26 年 度

地方改善施設等整備指導 整備箇所 整備箇所 整備箇所

事業 下水排水路 下水排水路 下水排水路

６市町 ９箇所 ７市町村 ８箇所 ２市 ２箇所

地 区 道 路 地 区 道 路 地 区 道 路

２市町 ３箇所 ２市町 ３箇所 １町 １箇所
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事業名 緊急雇用創出事業臨時特例基金造成事業 （所管：社会福祉課 生活保護・自立支援班）

継続(平成21年度)

１ 目 的

住宅手当緊急特別措置事業（住宅支援給付事業）の拡充や生活保護受給者及び住宅手当（住宅支援給付）

受給者の就労支援のための就労支援員の増員等，離職等により住宅を失った生活困窮者等の総合的な生活・

就労の支援を図るため，「鹿児島県緊急雇用創出事業臨時特例基金」に所要額を積み増しし，運用する。

２ 内 容

事 業 区 分 事業主体 事 業 内 容 負担区分

緊急雇用創出事業臨時特例基 県 緊急雇用創出事業臨時特例交付金（住まい対 特定 10/10

金造成事業 策拡充等支援事業分）により県に造成された基

金の管理，運用，取り崩し等に係る事業。

３ 予 算

県 予 算 額
事 業 区 分 総事業費 備 考

28年度当初 27年度当初 対前年比

緊急雇用創出事業臨時特例基 千円 千円 千円 ％

金造成事業 101,678 101,678 1,096 9,277.2

４ 28年度実施計画及び事業実績

事 業 区 分 平 成 28 年 度 平 成 27 年 度 平 成 26 年 度

緊急雇用創出事業臨時特例基 ・償還金 ・積立金（運用利息） ・積立金（運用利息）

金造成事業 101,678千円 1,096千円 1,268千円

(平成27年度で終了）

・償還金

7,219千円
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事業名 ホームレス実態全国調査事業 （所管：社会福祉課 生活保護・自立支援班）

継続（平成２２年度)

１ 目 的

ホームレスの自立の支援等に関する特別措置法(平成14年法律第105号)及びホームレスの自立の支援等に

関する基本方針(平成25年7月厚生労働省・国土交通省告示第１号)に基づき実施される施策の効果を継続的

に把握する。

２ 内 容

事 業 区 分 事業主体 事 業 内 容 負担区分

都道府県が定めた調査日(期間)において，市 国 10/10

ホームレス実態全国調査事業 市町村 町村内のホームレス数を調査し，都道府県を通

じて国へ報告する。

３ 予 算

県 予 算 額

事 業 区 分 総事業費 備 考

28年度当初 27年度当初 対前年比

千円 千円 千円 ％

ホームレス実態全国調査事業 173 173 173 100.0

４ 28年度実施計画及び事業実績

事 業 区 分 平 成 28 年 度 平 成 27 年 度 平 成 26 年 度

ホームレス実態全国調査 鹿児島市に委託し，調 鹿児島市に委託し，調 鹿児島市に委託し，調

事業 査を実施予定 査を実施 査を実施

ホームレス数 ホームレス数

鹿児島市 16人 鹿児島市 13人

鹿児島市以外の 鹿児島市以外の

市町村 4人 市町村 7人

県合計 20人 県合計 20人
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事業名 戦没者追悼事業 （所管：社会福祉課 調査援護係）

継続（昭和27年度）

１ 目 的
先の大戦（日華事変及び太平洋戦争）における戦没者は，軍人軍属のほか準軍属（動員学徒，被徴用者

等）を含めると全国で約２３０万人，本県で約７万３千人と多数である。
戦後の復興，再建により，今日の平和と繁栄がもたらされたが，この陰には多くの尊い犠牲があったこと

を銘記し，戦没者に対し追悼の誠を捧げるとともに，遺族を慰藉し，併せて永世の平和を祈念するため，追
悼慰霊の行事を実施するとともに，遺族等の参列に対する助成を行う。

２ 内 容

事 業 区 分 事業主体 事 業 内 容 負 担 区 分

① 沖縄戦没者追悼式 県 沖縄及び沖縄近海において戦没した本県出身 県 10/10
者の御霊を弔うため，沖縄県摩文仁の丘の「安
らかに」碑前において県主催の追悼式を行う。

② 太平洋戦争戦没無名 県 太平洋戦争における本県出身と思われる無名 県 10/10
戦士追悼式 戦没者の御霊を弔うため，鹿児島市にある「太

平洋戦争戦士之墓」前において県主催の追悼式
を行う。

③ 県戦没者追悼式 県 戊辰戦争から太平洋戦争までの本県出身戦没 県 10/10
者及び一般戦災者の御霊を弔うため，県総合体
育センター体育館で県主催の追悼式を行う。

④ 全国戦没者追悼式 県 毎年８月15日に日本武道館で行われる全国戦 県 10/10
没者追悼式に参列する遺族代表に旅費助成を行
う。

⑤ 戦没者慰霊祭等事務 県 市町村等主催の慰霊祭，追悼式に県として弔 県 10/10
慰を表すために，供花，祭電等を行う。

３ 予 算

県 予 算 額
事 業 区 分 総事業費 備 考

28年度当初 27年度当初 対前年比
千円 千円 千円 ％

① 沖縄戦没者追悼式 1,046 1,046 1,135 92.2

② 太平洋戦争戦没無名 142 142 116 122.4
戦士追悼式

③ 県戦没者追悼式 1,666 1,666 2,791 59.7

④ 全国戦没者追悼式 616 616 603 102.2

⑤ 戦没者慰霊祭等事務 136 136 136 100.0

計 3,606 3,606 4,781 75.4
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第 ７ 平 成 ２ ８ 年 度 事 業 の 概要

Ⅰ－４ 障害者等が安心して暮らせる地域社会づくり

４ 28年度実施計画及び事業実績

事 業 区 分 平成28年度(見込み) 平 成 27 年 度 平 成 26 年 度

① 沖縄戦没者追悼式 参列者数 30人 参列者数 30人 参列者数 30人

② 太平洋戦争戦没無名 参列者数 15人 参列者数 11人 参列者数 12人
戦士追悼式

③ 県戦没者追悼式 参列者数 1,300人 参列者数 1,172人 参列者数 1,095人

④ 全国戦没者追悼式 参列者数 68人 参列者数 68人 参列者数 65人

⑤ 戦没者慰霊祭等事務 追悼のことば １件 追悼のことば １件 追悼のことば １件
供花 8件，祭電 13件 供花 9件，祭電 17件 供花 8件，祭電 13件
献花 1件 献花 1件 献花 1件
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事業名 鹿児島霊園外壁補修事業 （所管：社会福祉課 調査援護係）

新規（平成28年度）

１ 目 的
沖縄戦没者鹿児島県慰霊塔「安らかに」がある鹿児島霊園敷地の石積み外壁（法面）の崩壊部分を修復す

る。

２ 内 容

事 業 区 分 事業主体 事 業 内 容 負担区分

鹿児島霊園外壁補修事業 県 土砂上部の石積外壁（法面）の崩壊を防ぐた 県10/10
めの補修

３ 予 算

県 予 算 額
事 業 区 分 総事業費 備 考

28年度当初 27年度当初 対前年比
千円 千円 千円 ％

鹿児島霊園外壁補修事業 507 507 － 皆増

４ 28年度実施計画及び事業実績

事 業 区 分 平 成 28 年 度 平 成 27 年 度 平 成 26 年 度

鹿児島霊園外壁補修事業 ４月頃 現地調査 － －
５月頃 補修
６月頃 完了検査
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事業名 軍歴関係事業 （所管：社会福祉課 恩給係）

継続（昭和60年度）

１ 目 的

本県は，終戦当時連隊区司令部において，軍人の履歴書である兵籍・戦時名簿等の多くを焼失し，また，

戦災を受けた市町村が多く軍歴に係る公的資料・個人資料が乏しいため，専門の非常勤職員（援護業務相談

員）を配置することにより，軍人恩給受給等に係る究明困難な事案の早期解決と相談業務の円滑化を図る。

２ 内 容

事 業 区 分 事業主体 事 業 内 容 負担区分

軍歴関係事業 県 １ 旧軍人等の履歴究明調査 県 10/10

２ 旧軍人等に係る移動援護相談

３ 予 算

県 予 算 額
事 業 区 分 総事業費 備 考

28年度当初 27年度当初 対前年比

千円 千円 千円 ％

軍歴関係事業 2,278 2,278 2,252 101.2

４ 28年度実施計画及び事業実績

事 業 区 分 平成28年度 平成27年度 平成26年度

軍歴関係事業 履歴調査 履歴調査 ６４件 履歴調査 １０５件

移動援護相談 移動援護相談 ５４件

県内９箇所 移動援護相談 ３９件 県内９箇所

県内１０箇所
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事業名 旧軍関係恩給進達事業 （所管：社会福祉課 恩給係）

継続（恩給進達事務(昭和28年)）

１ 目 的
旧軍人，軍属等に係る各種恩給請求手続の指導及び進達等を行う。

２ 内 容

事 業 区 分 事業主体 事 業 内 容 負担区分

① 恩給進達事務 県 旧軍人軍属の各種恩給請求手続きの指導，履歴 国 10/10
の究明，進達等を行う。

３ 予 算

県 予 算 額
事 業 区 分 総事業費 備 考

28年度当初 27年度当初 対前年比
千円 千円 千円 ％

① 恩給進達事務 639 639 629 101.6

４ 28年度実施計画及び事業実績

事 業 区 分 平成28年度 平成27年度 平成26年度

① 恩給進達事務 進達件数 進達件数
普通恩給（扶助料） 恩給関係進達 1 件 2 件
加算改定（普恩，普扶） 〃 0 件 0 件
一時恩給（扶助料） 〃 12 件 4 件
一時金（遺族） 〃 1 件 0 件
公務(特例)扶助料 〃 0 件 0 件
公務扶助料加算改定 〃 0 件 0 件
傷病恩給 〃 1 件 2 件
軍歴証明 軍歴証明の交付 64 件 105 件

５ その他参考事項
（１）平成27年度の恩給等の最低保障額 (平成27年4月1日現在）

ア 普 通 恩 給 長期在職者 1,132,700円
短期在職者 実在職年９年以上 849,500円

実在職年６年以上９年未満 679,600円
実在職年６年未満 568,400円

イ 普通扶助料 長期在職者 944,800円
短期在職者 実在職年９年以上 746,800円

実在職年６年以上９年未満 628,000円
実在職年６年未満 557,600円

ウ 公務扶助料 1,966,800円
エ 特例扶助料 1,573,500円
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事業名 旧軍人軍属遺族等援護事業 （所管：社会福祉課 調査援護係）

継続（昭和27年度）

１ 目 的

旧軍人軍属等の公務上の死亡及び疾病に関し，国家補償及び人道的精神に基づき，障害年金，遺族年金等

及び特別弔慰金，戦没者等の妻に対する特別給付金，戦没者の父母等に対する特別給付金を支給して戦没者

の遺族等を援護する。

２ 内 容

事 業 区 分 事業主体 事 業 内 容 負担区分

① 遺族援護事務 県 援護法に基づく各請求書の受付，調査，進達， 国 10/10

遺族相談員業務

県遺族連合会に対する補助 県 10/10

② 特別弔慰金事務 県 戦没者の遺族等に対する特別弔慰金支給法に基 国 10/10

づく請求書の受付，裁定 県 10/10

③ 戦没妻特別給付金事務 県 戦没者等の妻に対する特別給付金支給法に基づ 国 10/10

く請求書の受付，裁定

④ 戦没父母特別給付金事 県 戦没者の父母等に対する特別給付金支給法に基 国 10/10

務 づく請求書の受付，裁定

⑤ 叙位叙勲事務 県 叙勲該当者の調査,遺族追跡調査,勲章等の伝達 国 10/10

３ 予 算

県 予 算 額
事 業 区 分 総事業費 備 考

28年度当初 27年度当初 対前年比

千円 千円 千円 ％

① 遺族援護事務 3,037 3,037 3,020 100.6

② 特別弔慰金事務 26,378 26,378 18,123 145.5

③ 戦没妻特別給付金事務 877 877 877 100.0

④ 戦没父母特別給付金事 345 345 344 100.3

務

⑤ 叙位叙勲事務 47 47 47 100.0

計 30,684 30,684 22,411 136.9
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第 ７ 平 成 ２ ８ 年 度 事 業 の 概要
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４ 28年度実施計画及び事業実績

事 業 区 分 平 成 28 年 度 平成27年度(見込み) 平 成 26 年 度

① 遺族援護事務 遺族年金等請求書等の 遺族年金等請求書等の 遺族年金等請求書等の

進達 進達状況 進達状況

遺族年金 遺族年金 0件 遺族年金 1件

遺族給与金 遺族給与金 1件 遺族給与金 2件

弔慰金 弔慰金 3件 弔慰金 2件

障害年金 障害年金 1件 障害年金 0件

遺族年金額改定 遺族年金額改定 0件 遺族年金額改定 0件

遺族一時金 遺族一時金 0件 遺族一時金 0件

② 特別弔慰金事務 特別弔慰金請求書の 処理件数 7,480件 処理件数 0件

受付，裁定

③ 戦没妻特別給付金事務 戦没妻特別給付金請求 処理件数 60件 処理件数 355件

書の受付，裁定

④ 戦没父母特別給付金事 戦没父母特別給付金請 処理件数 0件 処理件数 0件

務 求書の受付，裁定

⑤ 叙位叙勲事務 叙勲該当者の調査 処理件数 0件 処理件数 0件

５ その他参考事項

（1） 戦没者等の遺族に対する特別弔慰金

国が戦没者等の遺族に対して改めて弔慰の意を表すため，戦没者の遺族であって，同一の戦没者に関し

遺族年金，公務扶助料等の支給を受ける者がいなくなった場合に，特別弔慰金を支給する。

（2） 戦没者等の妻に対する特別給付金

先の大戦における戦没者の妻が，終戦に伴い特別の事情のもとに置かれたことを配慮し特別の慰藉を行

うため，基準日において公務扶助料等の受給権を有する妻に対し特別給付金を支給する。

（3） 戦没者の父母等に対する特別給付金

先の大戦における戦没者の死亡によりすべての子を失い，そのため子孫が絶えたことによる精神的痛苦

を慰藉するため，基準日において公務扶助料等の受給権を有する父母等に対し特別給付金を支給する。
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事業名 戦傷病者特別援護事業 （所管：社会福祉課 調査援護係）

継続（昭和38年度）

１ 目 的

旧軍人軍属等の公務上の傷病に関し，国家補償の精神に基づき療養給付，補装具支給等の援護を行う。

また，戦傷病者の妻が，戦後久しきにわたり戦傷病者の日常生活の介助，看護，家庭の維持等のために払

ってきた特別な精神的痛苦を慰藉する目的で特別給付金を支給する。

２ 内 容

事 業 区 分 事業主体 事 業 内 容 負担区分

① 戦傷病者援護事務 県 療養給付，補装具支給，ＪＲ券引換証交付， 国 10/10

戦傷病者手帳交付，戦傷病者相談員業務

② 戦傷病者等の妻援護事務 県 戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法に 国 10/10

基づく請求書の受付，裁定

３ 予 算

県 予 算 額
事 業 区 分 総事業費 備 考

28年度当初 27年度当初 対前年比

千円 千円 千円 ％

① 戦傷病者援護事務 512 512 855 59.9

② 戦傷病者等の妻援護事務 1,026 1,026 713 143.9

計 1,538 1,538 1,568 98.1

４ 28年度実施計画及び事業実績

事 業 区 分 平 成 28 年 度 平成27年度（見込み） 平 成 26 年 度

① 戦傷病者援護事務 戦傷病者手帳の交付 戦傷病者手帳 戦傷病者手帳

交付 0件,返還 50件 交付 0件, 返還 50件

療養給付(入院，通院) 療養給付 療養給付

入院 0人,通院 1人 入院 1人,通院 6人

補装具の交付,修理 補装具 補装具

交付 2件,修理 2件 交付 2件,修理 0件

葬祭費の支給 葬祭費の支給 1件 葬祭費の支給 1件

JR乗車券引換証の交付 JR乗車券引換証 80件 JR乗車券引換証 81件

② 戦傷病者等の妻援護 戦傷病者等の妻給付金請 処理件数 0件 処理件数 34件

事務 求書の受付，裁定
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事業名 中国帰国者等援護事業 （所管：社会福祉課 調査援護係）

継続（昭和28年度）

１ 目 的

いまだに本邦に帰還していない旧軍人軍属及び一般邦人の長期生死不明者の戸籍処理（戦時死亡宣告等）

を留守家族の意向を確認した上で行う。

また，中国帰国者等に対しては，日本の社会生活への順応を支援する各種援護策を行う。

２ 内 容

事 業 区 分 事業主体 事 業 内 容 負担区分

① 未帰還者等調査事務 県 未帰還者の戦時死亡宣告事務等 国 10/10

② 引揚者定住化援護事務 県 中国帰国者等に対する身元引受人のあっせ 国 10/10

ん，支援・相談員の派遣，スクーリング事業

見舞金の支給 県 10/10

３ 予 算

県 予 算 額
事 業 区 分 総事業費 備 考

28年度当初 27年度当初 対前年比

千円 千円 千円 ％

① 未帰還者等調査事務 125 125 125 100.0

② 引揚者定住化援護事務 4,050 4,050 4,172 97.1

計 4,175 4,175 4,297 97.2

４ 28年度実施計画及び事業実績

事 業 区 分 平 成 28 年 度 平成27年度（見込み） 平 成 26 年 度

① 未帰還者等調査事務 未帰還者の留守家族調査 未帰還者の留守家族調査 未帰還者の留守家族調査

3件 0件

戦時死亡宣告申立，確定 戦時死亡宣告申立 0件 戦時死亡宣告申立 0件

戦時死亡宣告確定 0件 戦時死亡宣告確定 0件

遺骨帰還 遺骨伝達 0件 遺骨伝達 0件

② 引揚者定住化援護事 永住帰国者に係る身元引 永住帰国者に係る身元引 永住帰国者に係る身元引

務 受 受 0 受 0

ｽｸｰﾘﾝｸﾞ事業 ｽｸｰﾘﾝｸﾞ事業 4人, 31回 ｽｸｰﾘﾝｸﾞ事業 6人, 35回

支援給付事務監査 支援給付事務監査 支援給付事務監査

実地監査 3 実地監査 3

書面監査 5 書面監査 6

見舞金の支給 見舞金の支給 見舞金の支給

一時帰国 本人0人,同伴0人 一時帰国 本人1人,同伴1人

支援・相談員配置 支援・相談員配置 2人 支援・相談員配置 2人

窓口相談 窓口相談 150件 窓口相談 147件
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５ その他参考事項

(1) 未帰還者の調査究明，消息調査

死亡事実判明時の死亡認定，死亡公報及び留守家族等に葬祭料等を支給する。

(2) 中国帰国者等に対する援護

中国帰国者等に対しては，老齢基礎年金の満額支給，生活支援給付及び地域社会における生活支援等

を実施している。

また，平成２６年１０月からは，日本へ永住帰国前から配偶者である者に対し，帰国者等の死亡後に，

「配偶者支援金」を支給している。

［その他援護の内容］

帰国旅費の支給，自立支度金の支給，中国帰国者定着促進センターへの入所（帰国後６ヶ月間），身元

引受人のあっせん（定着後３年間），支援給付の実施，支援・相談員の県・市福祉事務所への配置，中国

帰国者定着促進センターによる日本語遠隔学習に伴うスクリーングの計画，講師派遣等
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